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巻頭言

アダム・スミスに学ぶ倫理的課題

会長山本 正（東京都立山崎高等学校長）

この度、 「都倫研紀要」を刊行するに当たり、原稿をお寄せいただいた皆様、また、刊行に向けて編

集等の労をお取りいただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

私は、最近アダム・スミスの思想を見直す機会を持っていますが、実は、彼の主張の中に倫理的学

習のこれからの方向が多く示されているように思われるのです。小暮太一氏の「僕らはいかに働きい

かに生きるべきか」という著書の中で、アダム・スミスは「生きるための軸を与えた哲学者である」

と紹介されています。彼の有名な言葉に「神の見えざる手」というのがありますが、実は、彼自身は、

「自由放任」という言葉も使っていないし、 「自分の利益の為なら、何でもやっていい」とも言ってい

ないというわけです。むしろ「他人から白い目で見られるような行動をしたり、他人の足を引っ張る

ような競争をしてはいけない」と語っています。つまり、彼は、 「倫理観を前提にした自由競争を提唱

していた」のであり、経済学者である前に、哲学者であったということです。－この点は、大変重要

だと思います。アダム・スミスは、 「利己心は、正義と倫理によって制御されていなければならない」

と考えていました。一方では、 「社会と交わらなければ道徳観、善悪の判断基準が身に付かない」とも

語っています。また、 「人間は誰しも弱さを持った生き物であり、道徳観や倫理観を持ちながらも、常

にそこから外れる危険性を持っている動物である｡」と言っています。そして、 「賢人」と「軽薄な人」

との違いは、 「心の中に善悪のジャッジが出来る裁判官(公平な観察者）をもつことができるかどうか

だ」と主張しました。さらに「人間が賢人であり続ける為には、 「義務の感覚」が必要」であり、 「こ

の義務の感覚に従うことが、 「絶対的な善」だと考えさせてくれるのは「宗教」しかない」とも語って

います。アダム・スミスは、こうした主張を著名な『国富論』の前に『道徳感情論』という著書で語っ

ているのです。

「人間というものは、 これをどんなに利己的なものと考えてみても、なおその性質の中には、他人

の運命に気を配って、他人の幸福を見ることが気持ちがよく、それらの人達の幸福が自分自身にとっ

てなくてはならないもののように感じさせる何らかの原理が存在する」としてこれを「同感」と呼び

ました。このようにアダム・スミスが描いたことは、現代を生きる我々が日常抱く感情であり、その

結果取りうる行動の「動機」等人間の本質の探究なのです。これは、まさに今都倫研が取り組んでい

るテーマと一致するものです｡人間の本質を多くの角度から見つめなおしてゆくと共に、 「社会と交わ

りながら利己心を制御し､倫理感を身につけてゆくにはどうしたらよいのか」 「いかにしたら心の中に

（公平な観察者)を育ててゆくことが出来るのか」 「宗教との関係はどのように考えてゆけばよいのか」

等について、本研究会も多様な視点から取組を始めています。例えば、思考力・判断力・表現力を養

うアプローチの方法を駆使しながらの授業展開の工夫の検討、読書活動を通して、先哲の考え方を理

解しながら教養を深めると共に、人間や社会への視野の拡大、講演会を通して著名な講師による「倫

理｣、 「現代社会」の最新の切込み口を学び、課題を考える機会を作る等です。こうした学びの機会は

本研究会の素晴らしい伝統として受け継がれているものであり、昨年は多くの若手教員、大学院生等

の参加も得ることができ活発な議論をすることが出来ました。今年度も生徒の主体的生き方の選択に

役立つ「倫理」の在り方に取り組んでゆきますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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I 平成26年度都倫研総会ならびに第一回研究例会

2014（平成26）年6月21日 （土）

於：首都大学東京秋葉原キャンパス

次第

1．開会(14: 15)

会長前東京都立三田高等学校校長及川良一2．挨拶

3．総会（14：45～15： 15）

資料1(1) 平成25年度会務報告

(2) 平成25年度決算報告並びに会計監査報告 資料2

(3) 平成26年度役員改選並びに事務局構成審議 資料3

(4) 平成26年度事業計画案審議 資料4

資料5(5) 平成26年度予算案審議

4．研究例会（15：30～17：30）

(1) 平成25年度の研究活動の総括

資料6(2) 平成26年度の研究主題と研究体制

(3)講演 「日本における《哲学》と《倫理》の制定」

明治大学文学部教授合田正人

5．事務連絡・閉会
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(資料1）平成25年度会務報告

l 研究成果の刊行 「都倫研紀要」第52集刊行

2平成25年度都倫研総会ならびに第一回研究例会

日時：平成25年6月3日 （月) 14:15～17:00

会場：東京都立三田高等学校

内容：

（1） 平成25年度総会

（2）平成24年度研究活動の総括及び平成25年度研究活動について

（3）講演「公民科教育の課題と今後の在り方について」

帝塚山学院大学教授工藤文三

3 平成25年度夏季研究協議会

日時：平成25年8月26日 （月） 14:00～17:30

会場：東京都立立川高等学校

内容：

（1）読書会：ニーチェ『悲劇の誕生』

レポーター：東京都立駒場高等学校佐良土茂

（2）実践交流会

4平成25年度第二回研究例会

日時：平成25年11月22日 （金) 14:00～17:30

会場：東京都立国分寺高等学校

内容：

（1） 公開授業「現代の企業」 （2学年「現代社会｣）

東京都立国分寺高等学校西尾 理

（2）講演「<社会〉とく倫理〉の学びほぐし

－公民科教育と倫理学研究のアーテイキュレーションを通じて」

東京大学大学院教育学研究科教授川本隆史

5平成25年度冬季研究協議会

日時：平成25年12月27日 （金） 13:30～17:00

会場：首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス

内容：

（1）読書会：デューイ『学校と社会』

レポーター：東京都立山崎高等学校 松島美邦

（2）実践交流会

6平成25年度第三回研究例会

日時：平成26年2月6日 （木） 14:00～17:00

会場：東京都立江北高等学校

内容：

（1） 公開授業「時事問題」 (1年『現代社会』） 東京都立江北高等学校伊藤昌彦

（2）講演「高校改革の動向と高大接続の在り方」

東京都立三田高等学校校長及川良一
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(資料2）平成25年度決算・監査報告

総括の部

(単位：円）

収入の部

支出の部

上記決算報告の通り相違ないことを認めます。

会計監査

会計監査

町田 紳

黒須伸之

－5－

収 入 支 出 残 額

1,389,244 455,907 933,337

科 目 予 算 決 算 備 考

会 費 100,000 112,000 個人会員からの会費

研究奨励費 300,000 300,000 都教育研究奨励費

補助金 1 200,000 200,000 上廣倫理財団より援助

補助金 2 30,000 30,000 自動車教育振興財団より援助

雑 収 入 0 69 利息・寄付金

繰 越 金 747，175 747，175

会 計 1，377，175 1,389,244

科 目 予 算 決 算 備 考

研究大会及び

研修会

諸謝金
ーーー1■■1■■1■■ーq■■1■■q■■q■■4■■一一1■■ q■■ 1■■ 1■■ 1■■ 1■
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14，330

173,387

講演・発表・公開授業謝金

文具等

大会案内郵送費、通信連絡費

調査研究 会議費
ーーーーーーーーーー1■■ー1■■ q■■ 1■■ーq■■ーーq■

消耗品費
＝q■■1■■1■■一一q■■一一q■■－4■■一一一一一一q■■凸

通信運搬費

小計

20，000
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成果の刊行 印刷製本費
一一一一一一一一一一一ーーーーーー■■一中

資料代
一一一一一一一一一一一ーーー一一ーーー中

通信運搬費

小計

270，000
－ーーーーーーーー1■■I■■1■■1■■q■■一一一画
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0
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紀要
一一一一一一一一一一一一一一一一一一q■■q■■4■■一4■■4■■一一1■■一一一一一一一一一一一一口
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紀要送付

計 573，000 446,347

事業費事務局費

予備費

50，000

754，175

9,560

0

合 計 1,377,175 455,907



(資料3）平成26年度役員・事務局構成

1 ．役員

2．事務局

3．顧問

－6－

役 員 氏 名 （所 属）

会 長 山本正（山崎）

副会長 廣末修（大森）

常任幹事

立石武則（練馬工)、渡辺範道（都教育庁)、大谷いづみ（立命館大学)、
工藤文三（帝塚山学院大学)、本間恒男（多摩)、増渕達夫（都教育庁)、
西尾理（国分寺)、小泉博明
村野光則（東大附属)、和田

（文京学院大学)、渡辺
倫明（産業技術高専荒川）

安則（大山)、

幹 事

石塚健大（芝)、岡田信昭（青山)、上村肇（蒲田)、黒須伸之（足立） 、

幸田雅夫（玉川聖学院)、坂口克彦(豊多摩)、富塚昇(立川)、三森和哉（目黒)、
宮澤眞二（武蔵)、宮路みち子（六本木)、伊藤昌彦（江北)、渡辺洋（墨田川)、
松島美邦（山崎)、菅野功治（西）

会計監査 町田紳（八潮)、黒須伸之（足立）

事務局長 和田倫明（産業技術高専）

研究部

部長

副部長

渡辺安則（大山）

渡辺洋（墨田川）
松島美邦（山崎）
菅野功治（西）

広報部

部長

副部長

村野光則（東大附属）

坂口克彦（豊多摩）
宮路みち子（六本木）
伊藤昌彦（江北）

会 計 本間恒男（多摩）

事務局員
富塚昇（立川）
三森和哉（目黒）
石塚健大（芝）

顧 問

岡本武男、増田信、尾上知明、井原茂幸、嶌森敏、沼田俊一、山口俊治、

勝田泰次、永上騨朗、G. コンプリ、伊藤駿二郎、菊地尭、杉原安、

小川一郎、秋元正明、木村正雄、中村新吉、坂本清治、宮崎宏一、

成瀬功、小川輝之、細谷斉、佐藤勲、大木洋、小河信國、小嶋孝、

海野省治、蛭田政弘、新井徹夫、平沼千秋、喜多村健二、井上勝、

水谷禎憲、辻勇一郎、原田健、平井啓一、新井明、山口通、葦名次夫、

佐良士茂、多田統一、及川良一



(資料4）平成26年度事業計画

1 研究成果の刊行 「都倫研紀要」第53集の刊行

2総会ならびに第1回研究例会平成26年6月21日 （土）

会場首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス

3研究例会の開催

◇第2回平成26年10月～ll月

◇第3回平成27年2月

東京都立山崎高等学校

東京都立桜修館中等教育学校

4研究協議会年2～3回程度開催予定

◇夏季研究協議会平成26年8月25日 （月）午後

◇冬季研究協議会平成26年12月26日 （金）午後

会場東京都立西高等学校

会場首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス

調査研究ならびに将来問題の検討

･調査研究の具体化、カリキュラムに関する意見表明など、今後の活動を具体化するための検討
に入る。

．第一回検討会平成26年7月25日 （金) 18:00~

5

会場東京大学教育学部附属中等教育学校
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(資料5）都倫研平成26年度予算（案）

収入の部

支出の部

－8－

科 目 予 算 備 考

会 費 100,000 個人会員からの会費

研究奨励費 300,000 教育研究奨励費

補助金 1 200,000 上廣倫理財団より援助

補助金2 30,000 自動車教育振興財団より援助

雑 収 入 0 利息・寄付金

繰 越 金 933,337

会 計 1,563,337

科 目 予 算 備 考

研究大会及び
研修会

諸謝金
一一ーーーーーq■■ー1■■－4■■一一一一一一一一

借料・損料
一一q■■1■■q■■ q■■1■■一一一一一一一ーーーーーq■

会議費
ーーーーq■■ーq■■ 。■■ 1■■一一一一一一一一一一q■

消耗品費
一一一q■■1■■q■■1■■一一一一一一一一－一一一日■

通信運搬費

小計

200，000
＝ー■■■ーーー一一一一ーーー■■■ーーー1■

■
■
■

０
－
０
－
０
－

ｍ
一
ｍ
一
叩
一

ａ
－
Ｑ
－
Ｑ
－

－
２
－
１
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
・
・
10，000

245,000

講演・発表・公開授業謝金

全
一
』
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
費
一
一

一
一
営
一
一

一
場
一
運
一
一

一
〈
云
一
〈
云
一
一

一
会
一
議
一
一

一
例
一
協
一
等
一

一
究
一
究
一
具
一

一
研
一
研
一
文
一

・
・
一
口
大会案内郵送費、通信連絡費

調査研究 会議費
ー一一一ーーーーー1■■ 1■■一一一一一一一一凸

消耗品費
一一ー－－ーーーq■■ 1■■一一一一一一一一一4■

通信運搬費

小計

■
■

０
－
０
－

ｍ
－
ｍ
－

Ｑ
－
Ｌ
一

２
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一

5,000

26，000

■■ 1■■q■■ 1■■ーq■■ー－ー一一一一－一一ー一一ー－－－ーー一一1■■ ｡■■ーq■■ー｡■■ q■■ q■■ q■■一一－－4■

文具等
＝一一一一－－4■■ー4■■－－q■■1■■1■■1■■ー1■■ー1■■ーーーー1■■ー1■■ 1■■ 1■■1■■一一q■■一一一一一一一■■

郵券、宅配便

成果の刊行 印刷製本費
ーーI■■ー1■■1■■1■■ーq■■一一一一一一一一一一q■

資料代
－－－1■■ーーI■■1■■1■■4■■1■■一一一一一一一一■■

通信運搬費

小計

■
■

０
－
０
－

ｍ
一
ｍ
－

Ｑ
－
５
－

訓
一
１
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
■
一

20，000

335,000

紀要
口
■
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一一一一一一一一一一一一一

一
一

一

一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一

・
■

紀要送付

計 606,000

事業費事務局費 50,000

予備費 907,337

合 計 1,563,337



(資料6）平成26年度研究主題と研究体制

〔本年度の研究主題〕

現代の社会について主体的に考察させ、理解を深めさせるとともに、人間としての在り方生き方に

ついての自覚を深め、道徳的関心・意欲・実践力を高める意志を養うとともによりよい生き方を求め

る意欲を高める指導の研究

〔研究主題設定の趣旨〕

これまで、高等学校の生徒が直面している課題をふまえ、生徒の関心や悩みに対応して在り方生き

方の探究や自己の確立を支援することを想定した主題の設定を続けてきた。その一方で、道徳の教科

化を含めた道徳教育の改革が広く論じられている。倫理を研究領域にもつ本研究会としては、 この流

れに対して無為でいることはできない。だが、それだからといって道徳教育をそのまま実施するとい

うことでは倫理教育の実を挙げることとは重ならない。道徳的関心・意欲・態度、 さらに道徳的実践

力を高めるというのは行為や態度の改善をなすものとして道徳の核をなすといえるが、倫理はそうし

たことがらのさらに基礎となるものを、 自覚的に検討し実践の理由を獲得していくためのものだと考

えるからである。

いま、社会は情報化がさらに進行するなかで、情報空間でのいじめをはじめとするさまざまな問題

が相次いで生じている。いわゆる「リアル」での人間の行動にも、人を律する指針が存在しないかの

ような様相が見られることが多い。 この状況をもたらしたものが何かを考察し、他者の傷みや心情に

思いをいたすことができる人間を育てていくことは、単に道徳というだけでなくより深く倫理教育の

役割として忘れてはならないことである｡特に高等学校の生徒に対して行う倫理教育についていえば、

行為を外的に律するということを超えて、内的な成長を通じて自律が可能になるように育成していく

ことを目標として掲げることが必要であると考える。そしてこのような育成を実施するためには、小

中学校での道徳教育の実践状況をふまえて、生徒たちの成長・発達段階に応じた指導目標の設定、指

導方法の開発が重要なことになる。

一般に、高校生の段階ではある程度の抽象思考が可能になり、 さらに論理的な思考展開が可能にな

るものとされている。だからこそ、実践的な道徳指導に加えて、理論的な考察を含む倫理教育が適し

ていると考えられるのである。現在の高校生は、抽象思考や論理的思考を苦手とする者が多いといわ

れる面がある。そのため具体的な事象を手がかりに考えさせることが推奨され、指導方法も研究され

ている。だが、一定の抽象化を行い、論理的に考えることも訓練していかなければ、ただ具体的な事

象に即して考えることから広げて､より一般的に発展性のある思考へと進行していくことができない。

人間としての在り方生き方を考察するということは、 この抽象化・論理化した思考を経過しなければ

具象における差異を認識するところからより大きな展開を求めることができないだろう。それでは、

実践面での行動規範としての道徳を超えた、倫理的な思考に到達することはできない。われわれは、

ここで一歩を進めて、倫理的な考察に到達するための思考を身につけさせる指導を考えていくことが

必要である。

「生きる力」を考える上でも、ただ具体的な実践・実行場面での応用能力や情報島の活用能力にと

どまるのではなく、その水準を超えて「よりよい生き方を求める力」や意欲を養っていくことが欠か
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せないものと考える。教科の学習を通じて基礎・基本をしっかりと身につけた上で、 「その先」をめざ

すことを意識させ、考えさせる指導とはどのようなものか、研究する必要がある。それはおそらく、

純粋に理論的・哲学的な思考に加えて、実際の「生きる場」で活用するための方法論を必要とするこ

とになるから、いわゆる「応用倫理」的な取り扱いも必要となるものと考えられる。

以上の趣旨にもとづいて実践を視野に入れて冒頭の主題を設定し、以下の点に重点をおいて研究を

進めることとする。

(1) 「現代社会」の指導内容では、現代社会における青年の生き方、現代の経済社会と経済活動のあ

り方、法の支配と法規範・法制度の意義、グローバル化が進展する国際社会の動向、その他現代

社会の特質とその問題点を、幸福、正義、公正などの観点から考察させることを通して、生徒一

人ひとりが人間としての在り方生き方を探究・考察する意欲とその自覚を深め、 自己の生き方を

よりよくすることを主体的に考え、社会的活動に主体的に関与する意欲の向上を実際的な面で可

能にする指導内容と指導方法について研究する。

(2) 「倫理」の指導内容では、道徳教育の現状もふまえながら、豊かな自己形成に向けて、他者とと

もに生きる自己の生き方について考えさせるとともに、先哲の思想を基盤として、生命、環境、

家族、地域社会、情報社会、文化と宗教、国際平和と人類の福祉などにおける倫理的課題を自己

の課題と結びつけて探究させることを通して、論理的思考力や表現力、 さらには哲学的思考力を

身につけさせるとともに、現代に生きる人間としての在り方生き方についての自覚を深め、より

よく生きるための実践を進めることへの意欲を向上させる指導内容と指導方法について研究する。

[研究体制］

以上の研究主題・趣旨を踏まえた上で、本年度は次のような研究体制をとることとする。

(1)研究例会（年3回開催）

公開授業・研究発表・講演を行い、授業技術と専門知識の深化を図る。

(2)研究協議会（年2－3回開催）

授業実践報告・研究発表を行い、指導方法と指導内容についての研究協議を行う。合わせて、

倫理分野を主とする入門書・研究書の輪読を通じて指導内容に関する知見を深める。
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第一回研究例会【講演】

井上哲次郎における「国民道徳」と「雑種性」

明治大学文学部教授 合田正人

I

明治大学の合田と申します。今日はお招きいただきまして大変ありがとう i

ございます。今朝、関西大学で開催された「京都ユダヤ思想学会」で発表し

て戻ってまいりました。

ハンス・ヨナス(HansJonas,1903-1993)というドイツ生まれのユダヤ

系哲学者についての発表でした。ハンナ・アーレントの友人で、ハイデガー

やブルトマンのもとで学び、グノーシスという古代の宗教セクトについて博

士論文を書きました｡第二次世界大戦前にパレスティナに移り住むのですが、

その後、イスラエルを離れ、カナダやアメリカ合衆国の大学で教鞭を執るこ

とになります。彼はグノーシス研究から生命の哲学へと向かい、いわゆる生一…

命倫理の分野でも脳死や臓器移植をめぐる論争に参加しているのですが、そのヨナスを世界的に有名

な哲学者にしたのは何よりも､彼が1979年に出版した『責任という原理』 (HEinzmt'．Jね""rwwnrtzzzzg･)

でした。これは｢環境倫理学」 「世代間倫理学」の噛矢となった書物で、世界的なベストセラーとなり、

その影響下にドイツでは「緑の党」が結成されたりもしました。 「現象学」の方法、更にはハイデガー

の哲学をもってしても、人間が生きていくためにはどれくらいの食糧、どれくらいの空気や水が要る

かといった問題に十全に答えることはできない、 というのが、 ヨナスを「環境倫理学」へと導いた動

機のひとつでした。

ヨナスがイスラエルを離れたとき、イスラエルではスピノザの復権運動が展開されていました。表

面的には捉えにくいのですが、 ヨナスはつねにこの『エチカ』の著者のことを強く意識していたとい

うのが今日の話の骨子でした。ヨナスと同様にフッサールやハイデガーのもとで学び、独特の倫理学

を紡ぎ出した哲学者に、フランス国籍のユダヤ系哲学者エマニュエル・レヴィナス(EmmanuelLev-

inas,1906-1995)がいます｡思えば私はこの30年何らかの仕方でレヴイナスと係わってきたのですが、

レヴィナスはというと､スピノザの対極に自分の哲学を位置づけているのですね。 「徳の唯一の基礎は

自己保存の努力（コナトゥス）である」というスピノザの主張に真向から刃向かったのです。こうし

た「努力」の自明性に抗って「他一のために」 〔他一の代わりに] (pour-l'autre)の絶対的先行性を語

ろうとした。しかし、 「他」 (autre,autrui)とは何でしょうか、誰でしょうか。

『ルカによる福音書』の第10章で語られる「善きサマリア人の寓話」のことはご存じの方も多いと

思います。この寓話はユダヤ教からキリスト教への転回点をなすとみなされるのがつれです。パリサ

イ人たちがイエスに「隣人とは誰か」と尋ねる。それに答えてイエスはこんな話をします。ある人が

生き倒れていた。ユダヤ教の司祭たちはその横を通り過ぎていくけれども、あるサマリア人だけは病

人に近づいていって彼を助ける。ではここで、 この行き倒れた者にとっての隣人とは誰か。サマリア

人以外にはありえないのではないか。田川建三氏は、イスラエルの支配体制の中で最も下層におかれ

ていたサマリア人が主人公として選ばれていることに注意を喚起していますが、その点はさておき、

この寓話では、 「隣人」は地縁や血縁など既存の関係によって決まるのではなく、任意の者同士の関係
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のなかで「近づく」という行為が近づく人をある人にとっての「隣人」たらしめるのだ、 という考え

が打ち出されています。それに対して、ユダヤ教では「隣人」はイスラエルの民という 「同胞」に限

定されている。キリスト教陣営はそう言ってユダヤ教に対するキリスト教の優位を主張してきたので

す。

アメリカのある州では、 「善きサマリア人の法」というのが存在していています。たとえば電車の中

で突然隣の人が倒れたとする。すぐに助け起こしたい気もしますが、微妙ですよね。脳などの出血が

あれば動かしてしまうとかえって悪化させたり死に至らせたりしてしまう場合もありますから。それ

で犯罪者になることもあるかもしれない。 こうして皆怯えて救助することができなくなってしまう。

そうなってはいけないので、 このような場合は罪を問わないと法律で定めたわけです。詳細は忘れて

しまいましたけれども、いつでしたか、線路に転落した人がいてその方を誰かが救出した。そこに国

籍の問題が絡んできて、国籍と善行との連関が新聞紙上で議論されたことがありましたね。バルカン

半島のある難民収容所で偶々「日本人」の女性と出くわして、 「日本人」カメラマンが彼女を救出する

という話を聞いたこともあります。つまり現在でも「善きサマリア人の寓話」は世界の様々な場所で

いわば試練として生きているわけです。

レヴィナスに話を戻しますと、上述したようなキリスト教的「隣人」概念はユダヤ教を乗り越える

ことで成ったのでは決してなく、元々ユダヤ教のなかに存在していたもので、ユダヤ教の「隣人」概

念を狭陰化してユダヤ教の「特殊救済主義」を非難するのはまちがっている、と彼は主張したのです。

本人はあまり影響関係を語りたがらないのですが、 この点でレヴィナスは、 ドイツの新カント派の哲

学者であったへルマン･コーエン(HermannCohen,1842-1918)の衣鉢を継いだと言っていいでしょ

う。コーエンはラビの家系に生まれ幼少期にラビになるための勉強をした人物でもあって、 1880年代

後半から、彼は一貫して、へプライ語で「隣人」を意味する「レーア」という語は「同胞」や「親族」

や「近しい人」を指すものではなく、むしろ逆に「異邦の者」 「遠き者」を指していると主張しました。

この根本的な考えにもとづいてコーエンは「共にある人間」 (Mitmensch)を語り、レヴィナスは「対

面」 (bce-A-face)を語りました。

顔と顔を合わす。それは日常誰もが経験していることですが、 しかし、電車で通路を挟んで向かい

合っているとき、どちらも携帯に夢中で、果たして対面していると言えるのかどうか。ある人の背後

を歩いているとしましょう。不意にその人が振り返ったら、びっくりしますよね。一瞬こちらが麻庫

してしまうような感じ。 「顔」という言葉はへプライ語で｢パニーム」というのですけれども、 「パニー

ム」は「振り向く」という意味の「パナー」に由来しています。 「見ているもの」が「見られているも

の」によって逆に凌駕される、現象学の用語を使えば「志向性」が逆転されるわけですが、 このよう

な事態は誰と誰のあいだで起こるか、 いつどこで起こるか分かりませんよね。ある既存の集団の成員

のなかでのみ起こるものではなく、任意の人間のあいだで起こるのです。また、たとえ相手が既知の

人物で毎日会っていたとしても、不意をつかれたときには、たとえ一瞬だけにせよ、その人について

有している情報には還元できない何かが与えられるわけです。私の「知」には、その容量（キャパシ

ティ）を凌駕しているという点で、これは一種の「トラウマ」です。しかし、レヴイナスが言うには、

他者の「トラウマ」は、すでに構成されている「自我」を破壊するのではなく、それによって「自我」

は「自我」として、言い換えるなら容量を超えたものにも「応答責任」 (responsabilit9を負った者と

して「任命」されるのです。

このような「対面」の哲学をレヴィナスが展開した彼の博士論文『全体性と無限』では、 「国家」 「国

民」には統合されざる者同士の関係として「対面」が語られています。 「倫理的関係」は「国家」の「全
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体性」には吸収されない剰余である。 「兄弟関係」 （フラテルニテ）と言っても、それはあくまで任意

の人間のあいだに「対面」によって惹起される関係である。しかし、 『全体性と無限』第三部で「対面」

を論じた後で､レヴィナスは第四部で、 「国家｣には組み込まれない関係性として｢家族･部族」 (famine)

という観念を提起します。詳細は省きますが、 レヴィナスは「国民」とは異なる新たな共同体の像を

きっと提示したかったのでしょう。レヴィナスの友人ブランショなら「明かしえぬ共同体」と言うで

しょうね。しかし、 この「家族・部族」の観念に、アブラハムを族長とする「イスラエル」が反映さ

れていることは否定できません。実際、 「血」という語を抹消してはいますが、レヴィナスは、フラン

ツ・ローゼンツヴァイク (FranzRosenzweig,1886-1929)というユダヤ系哲学者が『救済の星』と

いう書物で、 「土地なき血の共同体」として「ユダヤ人」を規定したことを踏まえていたのです。こう

して、 レヴィナスのターミノロギーのなかに、 「隣人」 (prochain)に加えて、単に「近き者」のみな

らず「近親者」をも含意したprocheが導入されることになります。 ここに更に、 1948年に独立を宣

言したイスラエル国の問題が重なることになります。つまり、血縁、地縁、あるいは思想的な連関で

も構いませんけれども、何からの帰属を前提とすることなき倫理をある意味では極限まで追究したレ

ヴィナスのなかでもやはり、 「家族・部族」的な、ひいては「国家」的な帰属が問題にならざるをえな

かったのです。

それを踏まえて、今日は日本における「国民道徳」の誕生ということを皆さんとともに考えてみた

いのです。

II

井上哲次郎（1856-1944）の著作をお読みになった方はいらつしやいますか。全集が出ていますが、

いつでしたか、先週くらいでしょうか、若手の研究者に今日の企画のことを話しましたら、相手が呆

れてですね、 「先生何の話するんですか。井哲なんて全然面白くない、いいとこ全くないじゃないです

か」と言うのですね。まあ、そうなんです。そうなんですけれども、 しかしだからこそ大事なのでは

ないかな、 と私は思っているわけなんです。田辺元の哲学について私は「封印された哲学」という言

い方をしましたけれど、井上についても同様の言い方ができるんじゃないでしょうか。井上哲次郎は

日本人初の帝国大学の哲学教授で、教育勅語の解説などを通じて「国民」 「国体」の観念の哲学的正当

化を行い、大日本帝国による新東亜の地図作成にも理論的支えを提供しました。その過程で「倫理」

や「道徳」という語を教育界に定着させたわけです。私が小学生だった頃(1960年代）には「道徳」

という授業があり、高校では「倫理」という科目がありました。皆さんはまさにこの「倫理」教育に

従事しておられるわけですね。昨今、現政権による「道徳」教育の強化という傾向も見られますね。

「道徳」と「倫理」はあるけれど「哲学」はないわけです。 19世紀初頭のフランスでは、何歳から

「哲学」を教えるべきかということで大きな論争がありました。結局高校から「哲学」を教えること

になり、時間数は削減されたとはいえ今もこの制度が存続しているのですが、逆に、 「道徳」とか「倫

理」とかいう授業はないでしょうね。もちろん、田舎の少年はさしたる疑問を抱くこともなく 「道徳」

や「倫理」の授業を受けた。お蔭で「哲学」への関心を抱いたと思っているのですが、それにしても、

これほど多くの大変化が日本の社会に生じてきたにもかかわらず、 「道徳」と「倫理」を別格扱いする

態度が今も続いているというのは驚くべきことではないでしょうか。 これが、井上を取り上げる第一

の理由です。

第二に、私は、 「哲学」という語を作ったとされる西周（1829-1897）に数年来注目していまして、

何本か拙い論文を書いたりしました。ただ、中江兆民の『一年有半』 （1901年）を見ると、日本にこれ
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まで哲学なしと断言されています。西周がやったことも井上がやったことも「哲学」 じゃないわけで

す。では、どこから「哲学」が始まるかと言えば、多くの人が西田幾多郎を挙げるでしょう。実際、

田辺は「われらが第二の哲学者」と呼ばれているのですから。ですが、私はこの線引きに疑問がある

のです。小林秀雄が西周を称賛しているのはご存じでしょうか。小林はむしろ西周と彼のいう「希哲

学」からの頽落を「哲学」の誕生のうちに見ているのですね。また、特に京大の人たちは、西田は東

京では大したことを学ばなかったといった言い方をよくする。 しかし、井上は西田にとって哲学的に

もきわめて重要な存在だったと私は考えているのです。西田は井上の「現象即実在論」を引き継いだ

とさえ思っている。今日は論じることができませんが、 これが井上に注目する第二の理由です。因み

に、井上は西を非常に高く評価していました。井上の生涯につきましては略年譜を配布いたしました

のでそれをご覧ください。

井上哲次郎略年譜

1855年（安政二年） 筑前の大宰府に医者の息子として生まれる。 「太宰府のことを回顧すれば先

ず生まれた家のこと、それから神社のこと即ち菅公の廟のこと、それから周囲の山だの、

川だの、それから観世音寺だの、そういうものが故郷の幾多の感想を喚び起こして来るの

である。 （…）自分は特に哲学を研究して来ておるけれども、どこまでもやはり傍らに菅公

を研究することを止めないで、それで菅公の著書は勿論、菅公文献は多年蒐集しているし、

又菅公の精神を幾分か承け継いで居るような状態である。 （…)だんだん広く仏典を攻究し

て、殊に大乗仏教の哲学に深大なる興味を抱くようになって来たということは、やはりこ

の観世音寺などの当時の印象が次第に興味をさらって､弦に至った感じがする｡」 （8/284-

287）

1861年母親死去。後に父親も家を去り、叔父に育てられる。

1863年太宰府にて中村徳山に師事し、四書中の『大学』を読む。次いで『中庸』 『論語』 『孟子』

などを読む。一時父親のもとに転居するが、 1868年に再び大宰府に戻り徳川塾に入る。詩

作を始める。 〔1870年、西田幾多郎生まれる〕

1872年長崎の官立学校廣運館に入学。教科書はすべて英語、先生も皆欧米人であった。 1874年に

は生徒長に選抜され、俸給を貰って先生の代講を行う。

1875年東京開成学校の予科に入学。

1877年東京大学の文学部哲学科に入学。 （法・理・文の三学部、文学部は哲学．政治．経済の三学

科）フェノロサが主なる先生であった。スペンサーの『哲学原理』 『倫理学』 『社会学』等、

ベインの『心理学』および『倫理学』、 ミルの『論理学』等。漢学と国学の授業。禅僧によ

る仏典講義。

1880年第一回卒業生として卒業。

1882年外山正一、矢田部良吉らと『新体詩抄』を発行、 『心理新説』を出版。東京大学助教授とな

り文学部に勤務する。

1883年 『西洋哲学講義』 『倫理新説』を出版。

1884年ドイツ留学に出発。パリを経由してベルリンに着。ハイデルベルクに移り、ハイデルベル

ク大学に入学、クノー・フィッシヤーの講義を聴講。 ドイツ語で大いに苦労する。 『東洋哲

学史』の原稿を携えてフィッシヤー宅を訪れたりする。

1885年ライプチヒに移り、ヴント、 フェヒナーの講義を聴く。支那語学、 日本語学を教えるガー
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ベレンツを訪ねる｡後に日本学者となるカール･フローレンツと出会う。 〔田辺元生まれる〕

大学付属として新設された東洋語学校の講師となる（日本の地理､歴史､宗教等も講じる)。

西園寺日本公使とも交際。支那語の講師から支那語を学ぶ。神道について講演、聴衆は三

百名と盛会で、諸新聞でも紹介される。同校開設前にパリに赴き、コレージュ． ド．フラ

ンスの講義などを聴き、テーヌ、ルナン、 ラヴェッソン、ブートルー、ポール・ジャネ、

リボーらの書物を読み、彼らと面会する。コレージュ． ド．フランスの梵語教授フコーと

も会い、 「ラーマヤーナ」の講義を受ける。 1886年、 1889年にウィーン、ストックホルム、

オスロで開催された「万国東洋学会」に参加し講演。 1888年にはオクスフオードにマック

ス・ミュラー教授を訪ねる。スペンサーにも会う。

ベルリンを経由して帰国。ベルリンではツェラーの講義を聴く。デュルタイの講義は聴か

ず。エドワルト・フォン・ハルトマンと論談（｢ショーペンハウエル以後この道の大家とし

て仰がれて居った｣)。東京帝国大学文科大学の教授に就任。この年『教育勅語』発布。

『勅語術義』を出版。同書は師範学校の教科書となる。文学博士となる。

文部省の中等教員修身科の検定委員となる。三十余年間この職を務める。

『教育と宗教の衝突』 [1894年、西周逝く〕

東京帝国大学文科大学長に任じられる。

1905年にかけて三部作『日本陽明学派の哲学』 『日本古学派の哲学』 『日本朱子学派の哲学』

を出版。 〔1901年、福沢諭吉逝く〕

学習院で倫理を講じる。

雑誌『東亜の光』を発刊。

『国民道徳概論』完成。大正と改元。

退職。関東大震災。大東文化学院教授となる。

大東文化学院総長となる。東洋大学で日本倫理史を講じる。

『我が国体と国民道徳』筆禍事件、発禁となる。昭和に改元。

『新修国民道徳概論』出版。

満州国建設。 1934年、 「思想家としての弘法大師」など。

支那事変勃発。

『懐旧録』成る。 1944年死去。 〔翌年、西田幾多郎逝く〕
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ご覧のように、 ドイツ留学から帰国した直後に井上は『勅語術義』を著し、翌年から中学修身科の

検定委員を長く務めることになるのですが、彼にとっては「国民道徳」と「国民教育」こそが大日本

帝国の焦眉の課題であった。 「民族精神」は「古今同一」のものだが、通常は「潜勢力」として伏在し

無意識的なものにとどまっている｡だからそれを現勢化しなければならないのだが、 「民族精神の顕現」

こそ「国民道徳」なのである。たしかにさまざまな西洋の倫理学説が輸入されたけれども、それらは

日本人の「民族精神」に触れない限り 「借物」でしかなく、それどころか、 「個人主義」や「功利主義」

など「国民道徳」の醸成にとって有害な学説でさえある。加えて、 「国民道徳」は「倫理」の一部、そ

れも実践的倫理の部分に相当するから、 「百萬の倫理書を読破するも、孝悌忠信、及び共同愛国の徳義

たることを知らざるものは徒に縦横経路を経て､未だ正道を知らざるものと謂うべきなり」 『勅語術義』

ということになる。もちろん、 「国民道徳」は「世界的道徳」を否定するものではなく、後者との融和

をめざすものだが、例えばキリスト教のような宗教は「世界的道徳」を優先し、 「忠君」といった「国

-15-



民道徳」の要を否定する側面を多分に有しているので、教育の場でそれを持ち出してはならない。こ

れが「教育と宗教の衝突」と井上の呼ぶ事態で、実際に宣教医師へボン〔ヘップバーン〕の協力者と

のあいだで論争が展開されたのですが、総じて宣教師に対する井上の態度は実に厳しいものがありま

す。因みに、 「神道」も直接は教育に介入してはならず、教育と不即不離の関係を維持すべきと井上は

考えていました。それに対して、 「武士道」は教育に組み込まれるべきだと言っています。

上述の「民族精神」に与えられた名称が「国体」なのですが、 「国体」について井上は七つの「付属

性」を挙げています。第一に、 「国体」は「政体」が変わっても維持されるものだが、世界広しと言え

ども「永遠易らざる国体」 「萬世一系の皇統という国体」は日本以外には存在しない。第二に、 「国体」

は「忠君愛国の一致」を特徴としている。そこでは皇室の繁栄は臣民の繁栄であり国家の繁栄である。

しかし第三に、あくまで皇室のほうが建国に先立っており、人民が国を成した後に君臨したわけでは

ない。それゆえ、皇室ないし帝室は歴史的には法律を超越している。第四に、萬世一系の皇室は「祖

先崇拝」を本質とし、祖先の「良い意志」を継承するものである。第五に、 「国体」は「家族制度」を

基礎としている。ただし、 ここにいう「家族」は現在の家族だけでなく 「血族の継続」を含意してい

る。住む場所の変更は必ずしもこの継続を損なうものではない。第六に、皇室の繁栄は臣民の繁栄で

あるとはいえ、君臣は明確に区別されねばならない。そして第七に、 「国体」は「国民の統一体」の別

名である。

ⅡI

「国民の統一体｣、 と言ったところで、井上は歩を停めます。そして、次のように自問するのです。

「国民の統一体などそう立派に言えるものでは無い。即ち今日に在っては日本の領土内に色々な民族

が居るのである。昔は国民の統一体などと言っただろう。けれども今日は新領土に違った民族が幾ら

も居るのである｡」 （『井上哲次郎集』第2巻62頁。以下、巻数と頁数のみを記す）

「日本人は元とは雑種であるという事は否定する訳にはいかぬ。人類学者の研究、其他先史時代の

種々な研究から推して行くと、 日本人は雑種である。混成民族であって、決して立派な統一体をなし

て居ったという事は言えない。何う云う者から成立って居るかというと、精しくは分りませぬけれ共、

大体に於ては分って居るのであります。 日本民族の一部は確に朝鮮半島から這入って来て居る。それ

は余程多い様に思はれる。一部は南方から来た。南洋方面からして日本へ這入って来た者がある。そ

れは多く九州の南端に上陸して、あの辺に勢力を保って居った者であります。其側の重なるものは熊

襲であります。朝鮮半島から這入て来た者は種々の方面に上陸したろうだが、その一番大きな部落を

作ったのは出雲であります。それから関東以北にアイヌが居りました。マア其三つが日本民族に最も

大きな関係を有してい居る様でありますが、其他南清から日本へ這入って来た者も大分有る様に思は

れる｡色々な痕跡が見えます｡そう云うような者が集って､混化して､日本民族が出来て居る｡」 （2/66-

67）

ここでは三つと言われているが、続く箇所では、 「支那人、朝鮮人、アイヌ、生蕃、オロッコ、ギリ

ヤーク」の六つが挙げられています｡このような情報を井上は帝大の人類学者･鳥居龍蔵(1870-1953)

らから得ていたようです。この点でひとこと付け加えておくと、鳥居龍蔵は、沖縄学の祖・伊波普猷

（1876-1947）に誘われて琉球の実地調査を行ったことでも知られており、伊波の『古琉球』 (1911

年）の出版は井上の『国民道徳概論』とほぼ同時でした。ただ、井上はというと、太陽神話の比較研

究を通じて、南洋からの「日本人」到来説を唱えながらも、ほとんど琉球には言及していないのです。

この点については別の論考を準備中ですので、いずれそれをご覧いただければ幸いです。
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さて、加藤周一に先立って「雑種」という語を用いて日本民族の形成を語った井上ですが、彼のい

う「混化」とはどのような過程なのでしょうか。どうしてそれが「国民の統一性」をもたらすのでしょ

うか｡こう言っています。 「けれども日本民族を形成した各民族中で一番優秀なる民族であったのが(名

の附け様が無いから暫く民族と謂います）天孫系統であります。天孫系統が是等の中で一番優秀でそ

うして総てを統一した結果、 日本民族の国家という者が成立って来たのである。天孫の優秀なる権勢

に依って、種々なる民族が悉く征服され、統一されて、 日本の国家というものが始めて立派に成立つ

ようになりました。即ち天孫民族に同化されて了ったのである｡」 （2/70）

このように結局のところ、優越せる民族による他民族の「征服」が生じて「混化」は「統一」に転

じるのですね。 「征服」は裏返せば「同化」ということで、井上は「今後教育に依って、段々同化して

了へば、区別は附かぬようになる」 （2/73）とも言っています。そしてその際、征服され同化される者

たちを、すでにして「無勢力」である者、戦う前からの「戦敗者」と呼んでいます。重要なのは、 こ

のような推論が｢我邦の屹然として東洋諸国の間に卓越する」 （2/13)という断定とつながっていたこ

とでしょう。どういう意味でしょうか。今、大日本帝国の進出によって日本人たちが出くわす者たち

は、建国以前にすでに皇室によって征服された「戦敗者」たちにほかならないからです。そう考える

と、井上の南洋論も、 「大東亜」という地図作成に貢献したことになるのかもしれません。もちろん、

井上自身は「東洋をして欧米の植民地たらしめる勿れ」という立場からこのような構図を描いたので

したが。井上は「東亜に於ける指導原理としての道」と言っています。老荘思想における「道」です

ね。だからこそ彼は、 「道は無形である」 「道は一時的なものではない」 「道はオムニプレゼントで、何

処に在っても道を行おうとすれば行い得るのは其の｢遍在｣だけである」 （7/174)と言いえたのでしょ

うが、まさに遍在する道なき道を、皇軍の兵士たちのみならず数多の「日本人」たちが歩んだのです。

今、私たちが「思想としてのアジア｣、 「方法としてのアジア」 （竹内好）を何らかの仕方で構想しよ

うとするとき、井上を避けて通るわけにはいきません。特に「雑種性」をめぐる彼のある意味では「誠

実な｣確認は今なお、いや今こそ考えるべき重要な論点を含んでいると言えるのではないでしょうか。

本日の話の冒頭に戻るようですが、井上はしばしば古代ユダヤ国家に言及しています。神との契約に

背いたがゆえに、ユダヤ人たちは国家を失い世界に散らばらねばならなかった、 というのです。いか

に「国体」 「国民の統一性」が脆いものであるか、ちょっとでも油断すれば瓦解するものであることを

井上はむしろ熟知していたのではないでしょうか。実は、 ドイツ留学中に、井上はその演説のなかで

「イザナギイザナギ（ママ）の尊は蛮夷の子なる」と発言して「国辱」的発言との答めを受け、 『我国

体と国民道徳』では、第一次大戦後のドイツについて「斯様に国体というものがガラリガラリと一変

して行くのを見た」と書いて、不敬事件を引き起こしてもいるのです（この点については、関口すみ

子『国民道徳とジェンダー』東京大学出版会、を参照)。井上はどこかで永続的「雑種性」の哲学者で

もあったのかもしれません。 これで私の拙い話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうござい

ました。
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Ⅱ夏季研究協議会報告

ミシェル・フーコー『わたしは花火師です』を読む

筑波大学大学院 村井大介

1 ．はじめに

1.1.課題図書設定の理由

2014年12月26日に行われた読書会では、没後30年を迎えたミシェル・フーコー(1926-1984)の

文献を取り上げた。フーコーについて石田(2006,p､16)は、 「フーコー以前とフーコー以後では、す

べてが一変してしまっている。フーコーは、私たちの「知の地平」を画している巨人なのだ」と評し

ている。フーコーの提起した問題は多岐にわたり、 自己や言説、監視社会、医療など、現代社会にお

ける様々な課題を考える上で重要な視点を有している。

『監獄の誕生』に代表されるように、フーコーの著作は、長大で難解なイメージがあるが、今回選

定した『わたしは花火師です』は、対話や講演の記録が5編収められたもので、 フーコー自身の言葉

で主要な著作につながる論点を比較的わかりやすく端的に捉えることができる｡特に、 「批判とは何か」

では、カントの「啓蒙とは何か」に引き付けながら、 フーコーの探究してきた課題と方法の核心が論

じられている。また、 「医療化の歴史｣、 「近代技術への病院の統合」では、 『狂気の歴史』や『臨床医

学の誕生』、 『監獄の誕生』といった著作とも関連の深い医学や規律の問題が論じられている。

「倫理｣の授業でフーコーの思想を如何に取り上げることができるのかを探究するとともに、 「倫理」

という科目に内在する課題をフーコーの提起した視点から見直すことを目的に､課題図書を選定した。

【表1】課題図書の構成

文献：ミシエル・フーコー， 中山元訳， 2008． 『わたしは花火師です』筑摩書房（ちくま学芸文庫), 222p.

収録内容：

①「わたしは花火師です－方法について」 （ドロワとの対話1975年)pp.7-53.

②「哲学を厄介払いする一文学について、 これまでの軌跡について」 （ドロワとの対話1975年)pp.55-68.

③「批判とは何か一批判と啓蒙」 （フランス哲学協会での発表， 1978年)pp.69-140.

④「医療化の歴史」 （リオデジャネイロ国立大学での講演， 1974年)pp､141-186.

⑤「近代技術への病院の統合」 （リオデジャネイロ国立大学での講演， 1974年)pp.187-215.

1.2． 「倫理」の教科書における「フーコー」

フーコーについては、 「倫理｣の教科書では1980年代後半から徐々に取り上げられ､現在では多くの

教科書で言及がみられる。本稿末尾の資料は、一部ではあるが、近年の「倫理」の教科書を中心に、

フーコーについて言及している段落を抜粋したものである。フーコーは、主として構造主義の文脈の

中で取り上げられ、 『狂気の歴史』や『言葉と物』の内容を中心にしながら、近代西洋の理性を批判し

た思想家として捉えられている。

しかしながら、各教科書の叙述の相違から窺えるように、フーコーを論じる際の視点は多様であり、
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近年においても年々変化しており、記述の量も厚くなってきている。多くの教科書では、西洋の近現

代思想史を主な内容とする「現代に生きる人間の倫理」の中でフーコーを取り上げているが、 「現代に

生きる自己の課題」 （青年期の内容)や、 「現代の諸課題と倫理」 （生命や情報社会の内容)の中で､フー

コーに言及する教科書もみられる。このようにフーコーの思想には、 「倫理」を学習する上で様々な応

用可能性が考えられる。

以上のように、今日では、フーコーの思想は様々に解釈され、多様な文脈の中でとり上げられてい

る。それでは、そもそもフーコー自身は、 自分の著作や思想をどのように捉え、何を企図しようとし

ていたのだろうか。

重田(2014,p・103)は、 「自由に考えるとは以前の自分自身から離脱することだという信念を貫い

たフーコーは、それぞれの時期に劇的と言ってよいほど、研究の方法も、対象も、主張も変化させた」

と説明しており、 「1960年代／1970年代／1980年代の三つの時期に分けることで､理解しやすくなる」

と述べている。今回の課題図書『わたしは花火師です』に収録されている対話や講演は、 1970年代の

ものではあるが、その当時にフーコー自身が自らの思想をどのように捉えていたかを理解することが

できる。

そこで本稿では、先ず、内容の共有を図る上でも、 5篇の集録内容の概要を示す（2節から6節)。

2節から6節の本文中の頁数は、基本的に課題図書に対応するものであり、できる限る課題図書の文

中の語句を使ってまとめることを試みた。本稿の最後に、読書会でいただいた幾つかの質問等もふま

えながら、公民科「倫理」にどのような示唆が得られるかについて考察する（7節)。課題図書を既に

読まれている場合は、要旨にあたる2節から6節はとばして、 7節の考察をご覧いただきたい。

2． 「わたしは花火師です一方法について」 (pp.7-53)

フーコーは自分自身を如何に捉えていたのだろうか。 1975年に録音されたドロワとの対話｢わたし

は花火師です」の中で、フーコーは、自分自身のことを、歴史家でもなく、哲学者でもなく、 「占領と、

戦争と、破壊に役立つもの」を作り出す「花火師」であると語っている(p･8)｡ (アルテイフイシ工と

いう言葉は、 「花火師」以外にも、軍隊の「爆破技師」という意味を持っている(p.52))

「花火師」としての最初の著作ともいえる『古典主義時代における狂気の歴史』 （1961年）は、 「狂

者であるというのはどういうことのだろうか。ある人が狂者であることを誰が決めるのだろうか。何

をもって狂者ときめるのだろうか」 (p・10)という問いに対して書かれたものであった。このような問

いが生まれた背景には、研究生として勤務していた「病院で権力を行使する人々が、狂者と接触する

場を目撃した」 (p.11)ことと、 「性にめざめた頃から､社会から排除されているという感覚をもちつづ

けてき」 (p､11)たことがある。 『狂気の歴史』は、 「ソ連における精神医学の機能を暴くこと」 (p.14)

にもつながることから、マルクス主義者からは、 「完全に黙殺」 (p・15)された。しかしながら、ブラン

ショやバルトといった文学者とみられた人々によって｢花火としてうけいれられた」 (p.17)。フーコー

は、自身の仕事を「文学の分野とはまったく異質なもの」で、 「精神病院のドアの形状と、監禁する錠

前の存在と、直接にかかわるもの」と捉えており、 「書いた言葉が壁を抜けて錠前を外し、窓を開くこ

とを望んでいた｣と論じている。このようにフーコーは、 「道具として使える思想を作り出すこと」 「あ

る道具を手にしていて、それを使って精神医学や、監獄の問題を考察することができるということ」

(p.27)を重視している。
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その一方で、 「わたしのアイデンティティを尋ねたりしたからといって､わたしの仕事があなたに役

立つものかどうかを知ることはできない」 (pp.23-24)と述べて、 「作家｣として捉えられることや｢身

元への問い」を拒んでいる。 「身元への問い」を拒否する背景については、 「権力は個人そのものまで、

ほんとうの意味で作りだすのです。個人としてのありかたとか、個人の身元というのは、権力の産物

なのです。わたしが警戒するのはそのことなのです」 (p.30)と言及している。 「『狂気の歴史』や『監

獄の誕生』が語っている唯一の真理は、 こうした装置を使う人と、 こうした装置に抗して闘う人がい

るということです。わたしが見つけようとした唯一の真理は、 このことです」 (p.30)と語っており、

個人をつくりあげる権力を一貫して問題にし続けてきたことが論じられている(1)。

「身元への問い」を拒んでいるのにも拘わらず、 ドロワとの対話の中で、話題はフーコーの身元の

話へと展開していく。フーコーは、エコール・ノルマル時代（1945-51年）を振り返る中で、 「わたし

はマルクス主義者でもあり、現象学者でもありました」 (p､31)と認めている。フッサールの哲学を契

機に、 「知と合理性は、いったいどのようなものだろうか」 「人間科学とはそもそもどのようなものだ

ろうか」 (p.32)と問いをもったが、 「フッサールの哲学的な枠組みは投げ捨てようと試みた」 (p.32)。

ポーランド滞在中（1958年）に、 「共産党が国家装置と一体化して、これを管理している状況を、目撃

した」 (p.35)結果、 「マルクス主義であるのをやめた」 (p.35)。また、 1966年から1968年までチュニ

ジアに滞在し、 「資本主義的な植民地の残津がどのようなものでありうるか､資本主義的な開発がどの

ようにして生まれるかを知った」 (p.36)｡ポーランドとチュニジアでの経験から、 「権力の行使の重要

性と、身体と生と言論と政治的な権力が接触する場所の重要性に、注目するようになり」 (p､37)、 『監

獄の誕生』 （1975年）の問題に到達していった。

代表作の一つである『言葉と物』 （1966年）については、 『狂気の歴史』をはじめとした「医学的な

知の研究から、18世紀末に起きた［知の枠組みおける］急激な変動に注目するようになり」 (p､40)、こ

の'8世紀末の知の枠組みの「断絶を確認しているだけ」であるため、 「周縁的な書物」であり、 「他の

著作をいわばく挟み込む＞ような本｣と位置づけている(p､40)｡それに対し、 『監獄の誕生』 (1975年）

は、 「いわば系譜学的な研究であり、この断絶が可能となる歴史的な条件を分析した」 (p.41)ものであっ

た。一連の調査を通して、 「正常な人間という人格がどのよう構築されていったのかを理解し始め｣、

「人間がすべての中心であるという考え方は、 ’9世紀の自然科学のディスクール、人間科学のデイス

クール、哲学のデイスクールに固有なもの、いわばこのデイスクールのく顔＞なのだ」 (p､42)と考え

るようになったと振り返っている。さらに、 「このく顔＞がおそらく’9世紀末以来、どのように消滅し

ようとしているかも明らかにすることができる」 (p.42)と述べ、 「人間の終焉｣にも通じる論点を提起

している。

フーコーが興味をもっていたのは、 「17世紀と19世紀のあいだに確認することのできる近代性のくし

きい＞がどのようなものであるかを理解すること」 (p.43)であり、歴史的な研究の対象にしていたの

も、 「この近代のくしきい＞だけ」 (p.43)であった。 「このくしきい＞をまたいだ後に、ヨーロッパの

デイスクールは巨大な普遍化を遂行する権力を発展させた」 (p.43)が、 「今度はヨーロッパへ､西洋へ、

その切っ先を向け直す必要」 (p､43)があることを指摘している。そして、 「わたしたちとは誰なのか、

わたしたちの社会において、その他の社会において、わたしたちに課せられる権力を生みだすこの言

語を語るわたしたちとは、誰なのか」という問題を提起している(P.43)(2)｡

フーコーは、 「知は､権力のさまざまな結果とすべて深いところで結びついている」 (p.44)と捉えて
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おり、 「この結びつきを掘り起こす営み」 (p､44)を、 「考古学」と呼んでいる。 『狂気の歴史』で「狂者

が排除されたのは、合理性にもとづくデイスクールがもつ無数の権力の効果の一つ」 (p､45)であるこ

とを明らかにしたように、フーコーが考古学を通して明らかにしようとしたのは、真理に伴う 「権力

の効果はどのように機能するのか､それはどのようにして可能になったのか」 (p.45)ということであっ

た。このように、フーコーは、 「ヘーゲル以後のあらゆる哲学で認められている歴史の意味を尊敬」せ

ず(p.48)、現実の世界で直面する精密な問いから「道具として利用」するために歴史に着目し歴史の

プロセスにおける「不規則な要素、偶然的な要素、予測不可能な要素」 (p.50)に関心を抱いてきた。

フーコーは､既存の歴史研究は｢権力の分析はほとんど無視されてきた」 (p､45)ことを指摘し、 「20

世紀後半の課題は、権力のメカニズムを発見すること」 (p､45)であると論じている。この権力のメカ

ニズムについては、 「わたしたちは、権力が通過する小さな弁であり、小さな結節点であり、微細な歯

車であり、顕微鏡的なシナプス」であると言及している(p.45)。

【表2】フーコーの年譜

対話の最後で、フーコーは「真理が真理として認められるプロセスの全体は、権力のメカニズムで

あり、これが真理に権力を保証するのです」 (p､51)と述べている。その上で、この終わりなき「戦争」

において、 「わたしのディスクールにおいて跡づけることのできるある種のく線＞のようなもの｣を｢敵」
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西暦 主な出来事

1926年 誕生

1958年 ポーランドに滞在。マルクス主義であるのをやめる。

1960年 博士学位副論文『カントの人間学』を執筆。

1961年 『狂気の歴史』

1963年 『臨床医学の誕生』

1966年 『言葉と物』

チュニジア滞在（～68年）

1969年 『知の考古学』

1970年 この年からコレージュ・ ド・フランスで教鞭をとる

1974年 ｢医療化の歴史」 （リオデジャネイロ国立大学での講演） ※課題図書第4章

｢近代技術への病院の統合」 （リオデジャネイロ国立大学での講演） ※課題図書第5章

1975年 『監獄の誕生』

｢わたしは花火師です－方法について」 （ドロワとの対話） ※課題図書第1章

｢哲学を厄介払いする一文学について、これまでの軌跡について」 （ドロワとの対話）
※課題図書第2章

1976年 『知への意志』 （『性の歴史』）

1978年 ｢批判とは何か－批判と啓蒙」 （フランス哲学協会での発表） ※課題図書第3章

1981年 ｢全体的なものと個的なもの」

1984年 『快楽の活用』 （『性の歴史』）

『自己への配慮』 （『性の歴史』）

｢啓蒙とは何か」
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として捉えており、 「そのく線＞を厄介払いしたいと願っている」 (p.52)｡自らを花火師と規定したフー

コーは、自身のディスクールを「一つの道具のようなもの、一つの武器のようなもの」 (P.52)と捉え

ている。

真理の真理という終わりなき「戦争」において、ディスクールを「一つの道具のようなもの、一つ

の武器のようなもの」と捉える思想は、 「批判とは何か」 （課題図書第3章）で明瞭に語られている。

3． 「哲学を厄介払いする一文学について、これまでの軌跡について」 （”､55-68）

「わたしは花火師です」で提起されていた知と権力の結びつきを問う視点は、 1975年6月に録音さ

れたドロワとの対話「哲学を厄介払いする一文学について、 これまでの軌跡について」でも一貫して

みることができる。

「哲学を厄介払いする」では、先ず文学の位置づけが問題にされている。フーコーは、 「多くのディ

スクールが、それが文学のディスクールにせよ、哲学のディスクールにせよ、聖なるものとみなされ、

特別な役割を与えられるのはどうしてなのか､そのことをこれまで語られた多くの事柄にもとづいて、

実際に語られたディスクールの全体にもとづいて分析する作業は、ほんとうの意味ではまったくおこ

なわれていない」 (p.57)ことを指摘している。このような状況において、フーコーが見出した真理の

一つは、 「文学というものは、選別と、聖別と、制度的な価値づけのおかげで、＜文学＞として機能す

るのであり、大学こそがその機能を実行し、同時にその機能の恩恵をうけている」 (pp.59-60)ことで

ある。 「文学は文学そのものとしかかわらないという大原則」 (p.60)が定められ､文学の聖別が行われ

てきたが、 「ある文化がこの文学という領域に､これほどに特異で奇妙な地位を与えることを決定する

ことができたのは、どのようにしてかを問う必要がある」 (P.62)と唱えている。

このような問題に対して、フーコーは、 「ある病者についてのデイスクールとか、ある犯罪者につい

てのディスクールとかが、 どのようなくしきい＞を越えると、文学的な質をもったディスクールとし

て機能し始めるのか」 (pp.63-64)、 「無視され､語られた瞬間から忘却されるはずのある種のデイスクー

ルが、文学の分野のものとして認められるようになるのはどのような動きによるのか、どのような小

さなプロセスによるのか」 (p.64)を理解するという方法で捉え直そうとしてきた。

フーコーは、以前にブランショ、 クロソウスキー、バタイユについての文章を取り上げているが、

これらは、 「文学の内部のディスクール」としてではなく、 「哲学の外部のディスクール」として、 「哲

学の外部に出る方法」として、取り上げたものであった。

「哲学の外部のディスクール」を説明する上で、ニーチェを例にあげている。 「大学で学ばれる哲学

のデイスクールは、つねにみずからに立ち戻りつづけるという性格をそなえて」 (p.65)いる。それ対

して、ニーチェのテキストは、西洋の哲学のすべてが流れ込んでいるにも拘わらず、 「そんなものはみ

んな、たわごとにすぎない」と言うような外部性を有しており、 「ディスクールの外縁に近いところに

位置している」 (p.65)。 「哲学を厄介払いする」ということは、 「哲学の外にでる」ということで、 「哲

学の内部にとどまる」ことでも、 「哲学を最大限に精徴なものにすること」でもない(p､65)。 「哲学に

ある種のびっくりするような陽気な愚行を突きつけることによって､理解しがたいある種の爆笑によっ

て、最終的には理解すること」であり、 「理解するというよりは、破壊すること」である(p.65)｡

このような「哲学の外にでる」ということを志向するという姿勢は、 「花火師」としてのフーコーの

姿や、 「批判とは何か」で論じられている内容と重なるものである。
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4． 「批判とは何か－批判と啓蒙」 （印.69-140）

「批判とは何か」を論じる上で、フーコーは、 「批判というプロジェクトは､哲学との境界において、

哲学のごく近くで、哲学に抗して、哲学の犠牲において、来るべき哲学にむけて、おそらくすべての

可能な哲学の場所において､形成され､ずっと維持され､そしてふたたび生まれ直してきたもの」 (p､71)

であると論じている。批判とは、 「みずからとは異なるものとの関係においてしか存在しない」もので

あり、 「道具のようなもの」であり、 「ある領域に対するまなざしのようなもの」であると説明した上

で、 ここでは「一般的なく徳＞としての批判的な態度」を論題にすると宣言している(pp.72-73)。

批判的な態度の歴史を考察するために、 「＜司牧＞の活動を展開したキリスト教の教会｣を取り上げ

ている。＜司牧＞の活動を展開したキリスト教の教会は、 「それぞれの個人は、その年齢と地位にかか

わらず、その一生をつうじて、みずからの行動の細部にいたるまで、ある他者によって統治されるべ

きであり、統治されることをうけいれるべきであり、すべての人はこの他者とのあいだで、全体的で

あると同時に、綴密で詳細な服従の関係を結んで、みずからの救済を目指すべきだ」 (pp.73-74)とい

う考え方を発展させてきた(3)。このような「良心の指導であり、人間を統治する技術」は、 15世紀以

降、宗教の世俗化と、 さまざまな分野（子供、貧者、家族、軍隊集団、国家、身体、精神など）で

多様な形で活用された結果、爆発的に広まっていった。このように「いかに統治すべきか」というこ

とは、 15-16世紀に提起された基本的な問いであった(pp.74-75)。

この統治の一般化は、 「いかにして統治されずにいるか｣という問いと切り離すことはできない(p.76)｡<

批判的な態度＞は、 「この統治の技術を警戒し、これを拒否し、これを制限し、その適切な大きさを決

定し､これを変革し､この統治の技術の適用を免れる方法として生まれた｣とみることができる(pp.76-77)。

これは、＜統治されないための技術＞であり、＜いかなる犠牲を払っても、 このような方法で統治さ

れないための技術＞と呼ぶことができる(p.77)。こうして批判をくこのような形で統治されないでい

るための技術＞と定義することができる(p.77)。

このく批判的な態度＞の歴史的な準拠点として三つのことをあげることができる｡第一に、 「教会の

指導権を拒否し、忌避し、制限するということ」で、最終的には、 「聖書は真理を語っているのだろう

かという問い」であり、聖書との関係で発展してきた批判であった(pp.78-79)。第二に、 「統治が要

求する服従に対抗して、普遍的で不滅の法＝権利を対立させること｣、すなわち、自然法をもとに「統

治する権利の限度とはどのようなものかと問い直すこと｣で､本質的に法的な批判であった(pp.79-80)。

第三に、 「権威が真理であるとして主張することを、真理としてうけいれないこと」で、科学による検

証という批判であった(p.80)。統治も、批判も、その本質には、権力と真理と主体の結びつき方があ

る。 「統治の一般化とは現実には、真理であることを主張する権力のメカニズムによって、個人を服従

させる社会的な実践という運動にほかならない」 (p.81)。批判とは、 「主体がみずからに、権力の効果

という観点から真理について問う権利と、真理のディスクールという観点から権力について問う権利

を与える運動にほかなら」ず、 「真理の政治学とでも呼べるゲームにおいて、本質的に主体が服従から

離脱する機能を果たす」ことである(p.81)｡

－23－



唾、唖、 辱珍
１
／
Ｉ
、

⑬、 e心

【図1】統治の一般化と批判 (課題図書の内容をもとに筆者作成）

この批判の定義は、 1784年にカントが「啓蒙とは何か」で示した啓蒙の定義とそれほど異なるもの

ではない(p.81)。カントは、人類が未成年の状態に置かれていることを示す実例として、宗教、法、

知識を挙げている(p.83)。カントが啓蒙として記述しているものは、＜批判＞として説明してきたも

の、歴史的に社会における統治の一般化という大きなプロセスとともに、西洋に固有な姿勢として登

場することになるく批判的な態度＞として説明してきたものと一致する(p.83)。カントの唱えた啓蒙

のモットーは「知る勇気をもて」ということであった(p.83)。一方、カントは、批判という言葉で、

「自分の知識とその限界について了解すること｣を重視していた(p､83)。 「カントが権利のゲームと真

理のゲームとの関係で、服従から離脱する試みのうちに批判を位置づけたこと、批判は知識について

認識するというきわめて重要な課題であり､現在と未来のすべての啓蒙の基礎概念であった」 (p.85)。

19世紀は、①実証主義的な科学、②経済と社会の合理化の手続きのための手段としての国家や国家シ

ステム、③国家学、国家統制学の誕生、の三つの基本的な特徴がある。 「1784年の「啓蒙とは何か」と

いう問い、あるいはむしろ、カントがこの問いに答えながら、みずからの批判的な営みを位置づけよ

うとした方法は、啓蒙と批判との関係について問い掛けであり、 これは当然ながら警戒にみちた疑問

を引き起こすもの」であった(p.87)。 「ここで問われるようになったのは、この権力の過剰、この統治

の一般化は、理性において根拠づけられるとともに、不可避なものだと言わざるをえないのであり、

じつはこの理性そのものに､権力の過剰と統治の一般化の責任があるのではないかということ」 (p､87)

であった。

ドイツとフランスで啓蒙と批判との関係について問い掛けが生まれた状況には違いがみられた。 ド

イツでは、合理化と理性そのもののうちに、権力の過剰の原因があるのではないかという疑いが生ま

れ、 「ヘーゲル左派からフランクフルト学派にいたるまで、実証主義と、客観性の重視と、合理化と、

技術と、技術化について、 さまざまな批判が展開された」 (p.87-88)。一方、フランスでは、 「啓蒙と

フランス革命が大きな結びつきをそなえていたために、 この合理化と権力の関係を一般的な形で、現

実的に深いところまで問い直すことができなくなっていた」 (p.89)。しかし、近年、フランスでは、現

象学と科学史から、啓蒙とは何かが問われるようになった(pp.91-92)。 「啓蒙とは何か」という問い

から、合理化はわたしたちに何をもたらすのかという問いが浮上した(p､94)。

啓蒙を問題の中心にすることは、歴史＝哲学的な実践の場に入りこむことを意味する。歴史＝哲学

的な実践において重要になるのは、歴史家には馴染みの対象を、歴史家がとりくむことはない主体と

真理の問題へとくずらす＞ことを目指しながら､みずから固有の歴史を作りあげることである(p.95)。
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作り出された歴史的な内容を通じて、 「わたしとは誰か、この人類の一員であるわたしとは誰か、こ

の瞬間に、 この一瞬に、真理そのものの権力と、いくつかの特定の真理に服従している人類の一人で

あるこのわたしとは誰か」という問いが提起される(p.96)。この歴史＝哲学的な実践により、真理へ

の服従を解除すると同時に、真理が影響する権力の効果について問うことで、歴史的な内容を解放す

ることになる。この歴史＝哲学的な実践は、経験的に特定できる一つの時代と特権的な関係を結んで

いるのもたしかで、権力、真理、主体の関係が剥き出しになり近代性の歴史的な図式が登場した18世

紀が特権的な時代とみなされる(pp.97-98)(4)。 「歴史のある瞬間に啓蒙のこの問い、すなわち権力と

真理と主体の関係という問いを問うことができるのかを調べることが大切」 (p.98)になる。

歴史＝哲学的な実践をどのように進めるべきか｡これまでは、 「知識はみずからについてどのような

誤った観念を抱いてきたのか、 どのような過剰な利用方法の対象となってきたのか、そのためにどの

ような支配と結びついているかを問うべき」 (p・100)とされてきた(=｢<知ること＞の歴史的なあ

りかたの正統性の吟味｣)。

この分析手続きに対して、 フーコーは、啓蒙を知識の問題としてではなく、権力の問題として検討

するく出来事化の手続き＞を提案する(p.101)。この手続きでは、司法の全体、その規則、物質的な

装置、権威の現象などといった「強制のメカニズムと知識のあいだにどのような絆が、どのような結

びつきが存在するか」 (p.101)をみつけようとする。すなわち、 「強制のメカニズムと知識の要素のあ

いだで、たがいに支えあったり、たがいに伝えあったりするゲームがどのように展開されているのか、

そしてこのゲームによって、真なる要素、蓋然的な要素、不確実な要素、虚偽の要素からなる権力の

効果を、ある知識の要素がどのように発揮するようになるか、そしてこうした強制の手続きが、合理

的で、計算され、技術的に効率の高い要素に固有の形式と根拠づけを、どのようにして獲得するのか

を調べる」 (pp.101-102)ことである。知(=「特定の分野において、ある瞬間においてうけいれられ

るものとなるすべての手続きとすべての知識の効果｣）と権力（＝ディスクールや行動を誘発するとみ

られる特定のメカニズム）という二つの概念を使い、正統性の効果を実際にうけいれられるようにし

たのはどのようなものかを照らし出すく価値の一貫した還元＞を実行する。知識や支配の概念では正

統性という観点を伴うが､知と権力の概念には、正統性の観点を入れないようにし、 「分析のく前線＞

を確定し、分析に関連のある要素の種類を確定すること」を目指している(p・103)。このように、フー

コーは、 「＜知ること＞の歴史的なありかたの正統性の吟味｣とく出来事化の手続き＞の相違を明確に

し、後者を重視している。

実定的なものを把握するには､考古学､戦略､系譜学の三つの次元を考察する必要がある(pp・111-112)。

考古学の次元では、 「知と権力の結び目を記述すること」 (p.104)によって、 「ある体系の総体が、わ

たしたちにとって経験的に可能である状態から、それが実際に観察可能な時代において歴史的にうけ

いれられるものとなるまでの経路を分析する」 (p.105)。これにより、 「精神病の体系であれ、刑罰の

体系であれ、犯罪行為の体系であれ、性的な現象の体系であれ、ある体系が人々にうけいれられるよ

うになるのはどうしてかを、理解できるようになる」 (p.105)｡ (この考古学に関しては、課題図書第

1章の「わたしは花火師です」 (pp､44-45)でも論じられている。また、課題図書第5章「近代技術へ

の病院の統合」では、病院の空間に規律が導入され、病院の場が知の形成と伝達の場になり、臨床医

学が登場したことが論じられており、考古学の次元からの考察が窺える(p.213))｡

戦略の次元は、 「それを特異なものとしているのは何かという観点から､その特異なものの実定性を
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理解できるようにすること」 (p.109)であり、ある「体系の出現を特徴づける断裂点を追跡する作業」

(p.106)である。例えば、 「精神医学という制度的で科学的な体系のうちで、狂気と精神疾患が重ね

られたのは、 自明なことでは」なく (p.106)、 「近代の西洋の世界において狂気が示している特異性」

(p・107)である。 「懲罰の手続き、監獄への監禁、そして、監獄で採用される規則が、同じ刑罰の体

系の構造のうちで定められていることもまた、自明では｣なく(pp､106-107)、 「西洋の刑罰という法＝

道徳的なシステムのような絶対的な特異性」である(pp.107-108)｡ (課題図書第5章「近代技術への

病院の統合」では、実際に近代の病院の特異性を明らかにしている(pp.207-213))｡

系譜学の次元では、 「主要な原因の統一に向かう系譜を作成するのではなく」 (p.109)、 「複数の決定

づけの要素にもとづいて、ある特異性の出現の条件を再構成しようと試みる」 (p.110)｡ (課題図書第

5章「近代技術への病院の統合」では、施療院、規律、軍隊、医学といった複数の効果から近代の病

院の誕生を明らかにしている｡）

重要なのは、 「権力をつねに相互作用の場のうちの関係として考えること」 (p.112)であり、 「相互

作用と複数の戦略の戯れのうちで、知と権力が分離できないものであるという事実が、いかにしてそ

のうけいれ可能な条件から出発して定められる特異性と、可能なものの場（開口、未決定、逆転、偶

発的な分離の場）の両方を誘発することができるか」 (p.113)を問うことである。これにより、 「知と

権力を脆弱なものとし、永続的でないものとし、 この効果を出来事に、もはや出来事でないものに、

もはや出来事にすぎないものにしていく」 (p.113)のである。このように出来事にすぎないものにし

ていくところに、 「花火師」としてのフーコーの姿をみてとることができる。

統治されないという一つの意志決定は、 「カントが語ったように､みずからの未成年な状態から脱出

するという態度、 この個人的であるとともに集団的な態度」 (p､114)あると述べて論を締めくくって

いる。

※

フーコーは｢啓蒙とは何か」 (1984)というテキストも執筆しており、批判やカントの啓蒙について

論じている。そこでは、 「ひとは、外と内との二者択一を脱して、境界に立つべきなのだ。批判とは、

まさしく限界の分析であり、限界についての反省なのだ」 (p.385)と論じており、課題図書第2章｢哲

学を厄介払いする」にも通じる見解がみられる。また、 「＜批判＞は、普遍的な価値を持つ形式的構造

を求めて実行されるものではもはやなく、私たちが行うこと、考えること、言うことの主体として、

私たちを構成し、またそのような主体として認めるように私たちがなった由来である諸々の出来事を

めぐって行われる歴史的調査として批判は実行される」 (p.386)と論じている。このように、考古学、

戦略、系譜学の三つの次元を重視しながら啓蒙について考察した「批判とは何か」の内容とも関連が

みられる。

5． 「医療化の歴史」 (pp.141-186)

「医療化の歴史」では、近代医学が誕生した背景とその特徴を「国家の医学」 「都市の医学」 「労働

力の医学」という三つの医学に着目しながら論じている。

中世の医学は個人主義的なものであったが、近代において医療は、資本主義の訪れとともに、社会

的な実践になっていった(pp.146-147)。資本主義は、生産力と労働力に応じた形で人間の身体を社会

化し、身体を通じて個人を管理した(p.147)。医学は、この生一政治の戦略の一つであり、個人の身体
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と健康の問題､生産力の高さという問題が提起されたのは､19世紀の後半になってからであった(pp､147-148)。

社会医学は、国家の医学、都市の医学、労働力の医学という段階で形成された(p､148)。

国家の医学は18世紀の初めに主にドイツで発達した(p.148)。ドイツでは、 「統一前の小さな諸国家

が形成されるうちに、国家についての知と、国家そのものの機能についての関心」 (p.149)が育ち、

「国家の科学」という概念が形成されていった。重商主義の基本的な政策が国内の生産と人口を増大

させることにあったことから (p.152)、 16世紀末･ 17世紀初頭以降、 ヨーロッパのすべての諸国は、

住民の健康に関心をもつようになっていた(p.151)。 「フランスでも、イギリスでも、国家が国民の健

康に関心をもっていたのは、出生率と死亡率の統計表を作成することだけ」であったのに対し、 「ドイ

ツでは、実際に国民の健康を改善することを目的とした医学的な実践が発達」した(p.152)｡ 17世紀

半ばに計画され､17世紀末から18世紀初頭にドイツで確立した医療行政は､①罹患率の観察システム、

②医療の実践と医学の知の規範化、③医者の活動を管理する行政的な組織、④政府によって地域ごと

に任命された医学を専門にする役人、によって構成されていた(pp､153-155)。この国家の医学は、科

学的な医学の確立以前に創設されており､労働力の形成を目的としていなかったため、 「ある種のく早

産＞」という特徴がある(p､156)。

都市の医学は、 18世紀末にフランスで登場した(p.158)｡ 18世紀未のパリでは、都市住民の衛生に

対する不安は非常に強く､パニックの原因にもなっていたため、 「医学的で政治的な現象を統御するた

めの措置が必要とされた」 (p.161)。この時期に、ブルジョワ階級が要求したメカニズムとして、隔離

システムが登場した(p.162)。この隔離システムは、中世末期から、ペストや深刻な伝染病が発生し

た際に、 ヨーロッパの全ての国で採用されていた「非常事態計画」ともいえる措置をモデルにしたも

のであった(P.162)。中世のヨーロッパには、都市の衛生方式として二つのモデルがあった。一つは、

癩病をきっかけに生まれたモデルで､患者を公共空間から排除して目立たない場所に監禁するような、

排除のメカニズムによって都市を浄化する宗教的なモデルであった(p.164-165)。他方は、ペストに

対処するために確立された政治＝医学的なシステムで、医学の政治的な権力が人々をたがいに分離さ

せ、一人ずつ監視し、絶えず記録をとりつづける方式で、徴兵検査のような軍事的なモデルであった

(p.164-165)。都市の医学の方式は、監視と病院への収容を伴ったものであり、 16世紀・17世紀に登

場した隔離という政治＝医学的な方式を、 18世紀後半に改善したものにほかならなかった(p.165)。

都市の医学は、主に、①都市の城壁内部に存在する過密で無秩序で危険なゾーンを分析すること、②

大気と水の好ましい循環を確立し管理すること、③都市の共同生活に必要なさまざまな要素をどこに

配置すべきかを考えること、を目的としていた(pp.165-170)。都市の医療化は、三つの理由から重要

な意味をもった。第一に、都市の社会医学という道を通じて、医学の専門家が隣接する学問分野、 と

くに化学者と直接に接触するようになったことである(p､172)。第二に、都市の医学は、大気、水、

腐敗物といったくもの＞を対象とする生活環境における生活条件の医学であったため、医学と自然科

学の領域において同時に、生命体と環境の関係が確立したことである(p・173)。第三に、健康にとっ

て望ましいか、あるいは反対に健康を害するような環境要素を管理し、改善する技術として、公衆衛

生という概念が登場したことである(p・174)。国家の医学は所有する権力で都市の医学を凌駕してい

たが、観察の鋭さと科学的な見方では都市の医学は国家の医学よりも勝っていた。

労働力の医学は、 19世紀にイギリスで登場した。医療化の対象になったのは、まず国家であり、次

に都市であり、最後が貧困者と労働者であった(p.175)。貧困者は都市においてさまざまな任務を担っ
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ており有益な存在であったが､19世紀半ば頃から貧困者の問題や脅威や危険として語られるようになっ

た(p・176)。プロレタリアの形成がほかの諸国よりも大規模で迅速であったイギリスでは、 「救貧法」

によって困窮者を医学的に管理することが定められていた。それまでの医学的な規制を補足するため

に、 1875年に「公共医療サービス」と「保健所」のシステムが設立された(p.180)。 「公共医療サー

ビス」は、貧富の差を問題にせずにすべての住民を保護しようとし、住民の全体を対象とする治療を

提供した(p・181)。健康適性に欠けた場所の視察、予防接種の実施の確認、疾病の記録など、実際に

は貧しい社会階級の人々を監視することを目的とするものであったため、 19世紀後半には「保健所」

の実施した健康診断に反発する民衆の暴動が派生した(p､181-182)。このように、 19世紀のイギリス

で登場した医学は、困窮した階層の人々が労働に適した健康を保持し、富める階層の人々に危険をも

たらすことがないように、困窮した階層の人々の健康と身体を管理する医学であった(p､183)。イギ

リスの労働力の医学は、困窮した人々を対象とする公的な医学援助システム、予防接種や伝染病など

の問題を担当とする行政医学のシステム、利用するだけの資産のある人々が恩恵をこうむる民間の医

学システムを確立し、異なった権力的な側面と形式をそなえた医学を編成することができた(p・184)。

【表3】 3種類の医学の特徴

6． 「近代技術への病院の統合」 (pp.187-215)

病院が病人を治療させることのできるものであり、治癒させるべきであるという考え方が生まれた

のは、 1760年頃であった(p.188)。 トウノンの調査旅行などを通して、病院は病人を治療すべきだ、

そのためにも病院がもたらしうる病理学的に好ましくない影響を除去する必要があるという、病院に

ついての新しい見方が登場した(p.192)。

18世紀以前には、医学的な治療と施療院での手当てがあったが、これらは一致することなく異なっ

たものであった(p.193)。施療院は基本的に貧者を扶助するための施設であり、隔離と排除のための

施設でもあった(p､193)。治療する必要のある病人ではなく、すでに病気で死にかかっている貧者が

収容された(p､193)。また、 17．18世紀の医学は､根本的に個人向けのもので、医者は病気のく急変＞

という概念を手掛かりに患者の手当てをした(p.195)。施療院で得られた知識を組織的に利用できる

ようなことはなく、施療院と医学は、二つの分離された領域にとどまっていた(p.196)。

病院は、施療院で発生していた無秩序を消滅させて「医学化」することで誕生した(pp､196-197)。

17世紀にヨーロッパで最初に登場した大規模な病院組織は、陸軍と海軍の病院であった(p.197)。海

軍と陸軍の施療院が再編成を通じて近代的な病院のモデルになったのは、 17世紀末に鉄砲が兵器とし

て採用され、軍隊にかかる技術と費用が高くなったことがある(p.198-199)。脱走を防ぐために陸軍

病院では病人を監視する必要があり、兵士を治療する必要があり、兵士が仮病をつかって病室にとど

まることがないようにする必要があった(p.199)。海軍と陸軍の施療院の再編成は、政治的な性格の
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技術、すなわち規律に依拠したものであった(p.200)。規律は権力を行使するための技術であり、 18

世紀に精密な技術になった(p､200)。規律は、人間のさまざまな側面を管理し、最大限に活用し、人

間の仕事と活動の有益な産物を改善することのできる新しい権力の技術として、 17世紀に大工場や、

軍隊や、学校で登場した(p.201)。

規律は、①個人を空間に配備する方法であり、②行動の展開において管理が適用され、③個人をつ

ねに絶え間なく監視しつづける権力であり､④個人を個別化し記録をとることが前提になっていたいp.201-204)。

施療院の無秩序な空間の中に規律のメカニズムを導入することで、施療院を医学的な施設として病

院に変えられるようになった(p.205)。規律が医学的な性格をおびるようになり、医者が規律的な権

力をふるうようになったのは､医学的な知が変貌してきたからであった(p.205)｡18世紀のエピステー

メー（知の枠組み）とエピステモロジ一（認知形式）の体系では、病気を理解するための重要なモデ

ルは植物学であり、治療がターゲットにおいていたのは、大気、水、温度、食事管理、食べ物など病

人の周囲の環境であった(pp､205-206)。医学的な意味をもつく病院＞が誕生したのは、医学的な治療

のターゲットが変わったこと、そして病院の空間に規律が適用されたこと、 この二つのプロセスが結

びつくことによってだった(p.206)。病院に規律が適用されたことで、病人と病気が無秩序に存在し

ていた世界に、調査と監視と規律が確実に適用できるようになり、患者を囲む環境の状態を変えるこ

とができるようになった(p.206)｡

このような病院の新たな特徴としては、①病院を建設する場所と、病院の空間の内的配置（都市の

衛生管理に適う場所に病院を建設、共同ベッドの廃止や室温、換気)、②病院における権力システムの

変化（聖職者から医者へ、病院直属の医者という人物の登場)、③完全で恒常的な記録システム（資料

が蓄積されて病院が医学的な知を生みだす場になる)があげられる(pp､207-213)｡病院という制度は、

治療の場であるだけでなく、医者を養成する場にもなり、臨床医学が病院の本質を形成するものとし

て登場し、病院が知の形成と伝達の場として組織された(p.213)。病院で利用された技術のおかげで、

個人だけでなく､住民も医学的な知の対象であるとともに､医学的な実践の対象となり始めた(p.214)。

※

以上のように、 「医療化の歴史」と「近代技術への病院の統合」では、 「医学」や「病院」という身

体を統治する制度が成立した背景を明らかにしている。これらの論には、 『臨床医学の誕生』や『監獄

の誕生』にも通じる内容がみられる。身体を統治する制度に着目する所以と、分析の方法については、

「批判とは何か」の内容とも一貫している。

7．おわりに－公民科「倫理」への示唆一

7.1． 「フーコー」の取り上げ方の可能性

重田(2014)は、 「フーコーは、カントにおける「近代性」とは何なのかを生涯にわたって考えつづ

けた。その思索の歩みは、①真理についての近代の知の限界を画定する、②権力と主体形成について

の近代の実践を明らかにする、③自己との関わりと公共性（倫理性）の在処についての「近代性（モ

ダニテイ)」の可能性を示す、の三つの軸に沿って理解することができる」 (p､104)と説明している。

①は主に1960年代､②は主に1970年代､③は主に1980年代の問い掛けとされる(重田､2014,p､104)。

課題図書の中では、 「医療化の歴史」 「近代技術への病院の統合」は②に近く、 「批判とは何か」は③に

近い内容であると判断することができる。
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以上のフーコーの思想は、公民科教育に如何なることを提起しうるのだろうか。ここでは、課題図

書から公民科「倫理」に対して得られる示唆として、フーコーの取り上げ方の可能性（7.1）と公民科

「倫理」そのものを見直す視点（7.2）について論じたい。

1.2でも論じた通り、 「倫理」の教科書では、 1980年代後半からフーコーが取り上げられ、現在では

様々な視点から言及されている。本稿末尾の資料からも明らかなように、西洋の現代哲学を扱う文脈

（構造主義・ポスト構造主義の思想）にフーコーは位置づけられ、 1960年代の「①真理についての近

代の知の限界を画定する」フーコーの業績が中心に取り上げられてきた。 2000年以降の教科書では、

1970年代の「②権力と主体形成についての近代の実践を明らかにする」フーコーの業績についても論

じられてきている。これらのことは、各教科書の太字が「真理」や「理性｣、 「狂気｣、 「権力｣、 「規律」

といった語句に多く見られることからも明らかである。

2013年検定の清水書院の教科書『高等学校現代倫理最新版』では、フーコーについて多くの分

量が割かれており、 「自己への配慮｣や｢司牧型権力｣にまで言及している｡このように1980年代のフー

コーの「③自己との関わりと公共性（倫理性）の在処についての「近代性（モダニティ)」の可能性を

示す」という業績にまで踏み込む教科書も出てきている。しかし、このような1980年代の業績にまで

踏み込んだ教科書はまだ数少なく、晩年のフーコーの業績を如何に公民科「倫理」の中に位置づけて

意味を見出していくかについては、今後の課題であると考えられる。

「倫理」の授業でのフーコーの取り上げ方にも、様々な可能性がある。多くの教科書では、先述の

ように、 「現代に生きる人間の倫理」の中で、思想史の文脈からフーコーが取り上げられている。しか

し、幾つかの教科書では、私たちの生き方在り方や現代社会に直結する思想としてフーコーを位置づ

けている。例えば、 2003年検定の一橋出版の教科書『倫理』では、 「真理」と「権力」の関係に着目し

ながら、生徒の日常生活での同調圧力を考える上で、フーコーの思想に言及している。また、 2006年

検定の教育出版の教科書『倫理』では、 自己について考える際に、性や病気を取り上げ、フーコーの

思想に言及することで、現代社会における性や病気の捉え方が普遍的なものではないことを示してい

る。 2006年検定の数研出版の教科書『倫理』では、情報化社会の問題を考察する上で、フーコーの思

想が取り上げられている。 このようにフーコーの取り上げ方は様々に応用でき、生徒の日常生活や生

き方在り方、現代社会の諸課題の文脈から位置づけていくこともできる。したがって、公民科「倫理」

だけではなく、 「現代社会」でも効果的に取り上げることができると考えられる。

検討した課題図書にひきつけると、 「医療化の歴史」と「近代技術への病院の統合」で論じられてい

たようなフーコーの医療についての議論は、 「倫理｣の教科書ではほとんど取り上げられていない｡フー

コーの医療に関する議論は、 感染症の措置をめぐる問題(ハンセン病患者への差別の歴史やエボラ出

血熱での隔離措置）や、医療のパターナリズムの背景を考察する上でも参照できると考えられる。

フーコーの思想に立脚すれば、公民科「倫理」の中で「フーコー」を如何に取り上げるかというこ

と自体が、 「真理」と「権力」の問題を内在している。思想史という「真理」を教え込む上でフーコー

を位置づけるのか、それとも、 フーコーの示したように「批判」として活用していくために位置づけ

るのかが問われている。読書会では、近代の装置として機能している学校教育でフーコーの思想を扱

うことの限界性や、 フーコーの思想そのものも西洋の思考から脱しきれていないといった指摘があげ

られていた。このような矛盾や限界はつきまとっている。しかし、性的少数者(LGBT)をはじめとし

て社会的に弱い立場に置かれている人も数多くいる中で、 「真理」やそれを規定する「権力」を問い直
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し、 自己や社会と向き合って行く上で、 フーコーの思想から得られる示唆は大きいのではないだろう

か。

72．公民科「倫理」への問題提起

フーコーの思想は、公民科「倫理」という科目のあり方そのものを見直す上でも、重要な問題提起

をしていると考えられる。ここでは、課題図書第2章「哲学を厄介払いする」を取り上げながら考察

する。

「哲学を厄介払いする｣では、 「文学というものは､選別と､聖別と､制度的な価値づけのおかげで､＜

文学＞として機能するのであり、大学こそがその機能を実行し、同時にその機能の恩恵をうけている」

(pp.59-60)ことが問題にされていた。フーコーは、 「ある病者についてのデイスクールとか、ある犯

罪者についてのディスクールとかが、どのようなくしきい＞を越えると、文学的な質をもったディス

クールとして機能し始めるのか」 (pp.63-64)、を理解するという方法でこの問題を捉え直そうとして

いた。

「文学」を公民科「倫理」に置き換えた場合でも、同じような問題が指摘できるのではないだろう

か。すなわち、ある思想やある人物がどのようなくしきい＞を越えると、 「倫理」で学習する内容とし

て扱われるようになるのだろうかという問題である。教科書での「フーコー」の取り上げ方の変遷を

みてもくしきい＞の一端が窺える。こうした学習内容の選別は、学習指導要領と大学の学問（哲学、

倫理学、宗教学、心理学、社会学など）に規定されているところが大きいと考えられる。実際に科目

の歴史を振り返ると、 1958年版（昭和33年版）の学習指導要領では、 「倫理・社会」の中で取り上げ

る人物が例示されており、 「｢西洋の考え方」の指導については、たとえばソクラテス、プラトン、ロッ

ク、ルソー、カント、ヘーゲル、ジョン＝スチュアート＝ミル、マルクス、ダーウインなど」という

ように人名があげられている(5)。現在の「倫理」の教科書では、 「ダーウイン」はさほど大きく取り上

げられておらず、掲載していない教科書も複数みられる。このように取り上げられる思想家は時代状

況や学問体系の影響を受けながら選別されてきたと考えられる。

公民科「倫理」でどのような人物を取り上げるかということに無自覚であることは、次の二つの問

題の温床になると考えられる。第一に、取り上げる人物の偏在の問題である(6)。公民科「倫理」の内容

が、 日本の学問や西洋の学問を基盤にしているために、取り上げる人物の地域に偏りがみられること

である。例えば、世界の地域ではアフリカや南アメリカ、国内では沖縄に関する人物がほとんど取り

上げられていない。また、学問が基盤にあるために、哲学や倫理学と関連の深い思想家は多く取り上

げられるが、倫理的な活動を行った実践家はあまり取り上げられていない。

フーコーは、課題図書第1章「わたしは花火師です」の中で、近代以降、 「ヨーロッパのディスクー

ルは巨大な普遍化を遂行する権力を発展させた」 (p.43)が、 「今度はヨーロッパへ､西洋へ､その切っ

先を向け直す必要」 (p､43)があることを指摘していた。この考えに則ると、これまで自明のものとさ

れていた西洋の学問を基盤においた公民科「倫理」のあり方そのものを捉え直す視点も必要であると

考えられる。

公民科「倫理」で取り上げる思想を新たな視点からどのように選別することができるだろうか。例

えば、ケン・ベラー＆ヘザー・チェイス（2008＝2009）は、 「1．その人は、非暴力の信念を持ち、

実践しているか」 「2．その人は1800年以降に生まれたか(読者が自分のことのように身近に感じられ
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るよう、現在に近い人物を選びました)」 「3．その人について、一章を書くのに十分な情報を英語で

入手できるか」 「4．その人の生涯について、さらに多くの情報を得るために、本（できれば自伝が望

ましい)、フィルム、あるいは問い合わせできる団体があるか」という基準で、何百人もの「平和をつ

くった人々」をリストアップし、最終的に【表4】の20名に絞っている。このように世界各地の実践

を踏まえた思想を発掘することもできる。

同様に、世界の教科書を分析した研究成果として知られる唐沢（1963）の『世界の理想的人間像』

でも、欧米諸国で取り上げられている偉人の他にも、インドやフィリピン、イランで重視されている

偉人が紹介されている。このように各国の教科書にも眼を配りながら、取り上げる思想や人物を選別

することは、グローバル社会における多文化共生の視点からも重要であると考えられる。

【表4】 『平和をつくった世界の20人』

･非暴力を選ぶ

l ヘンリー・ディヴィッド・ソロー（『森の生活』）

2 マハトマ・ガンディー

3マーティン・ルサー・キング・ジュニア

4アンデルソン・サー（ブラジルのミュージシャン）

･平和を生きる

5 マザー・テレサ

6 ティク・ナット・ハン（ベトナム人禅僧）

7 コールマン・マッカーシー（アメリカジャーナリスト，平和学）

8 オスカル・アリアス（コスタリカ大統領）

･多様性を大切にする

9 ブルーノ・フッサール（イスラエルとパレスチナの宗教対話）

10デズモンド・ツツ（南アフリカ）

11 リーアン・アイスラー（『聖杯と剣』）

12ダライ・ラマ

･あらゆる命を重んじる

13ヘンリー・ソール卜 （動物の権利）

14アルベルト・シュヴァイツアー

15アストリッド・リンドグレーン（『長ぐつ下のピッピ』）

16ジェーン・グドール（動物行動学者）

･地球環境を大切にする

17 レイチェル・カーソン

18デイヴィッド・スズキ（日系カナダ人三世、環境保護）

19ネーダー・ハリーリ （イラン系アメリカ人建築家）

20 ワンガリ・マータイ（ケニア「グリーンベルト運動｣）

公民科「倫理」でどのような人物を取り上げるかということに無自覚であることの第二の問題点と
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して、生徒がなぜこの人物や思想を学んでいるかを意識せずに学んでしまう危険性や、 自分自身で現

代社会に必要な思想や自分にとって必要な思想を探究しなくなる危険性を指摘することができる。

フーコーは、 「哲学を厄介払いする」ということについて、 「哲学の外にでる」ということで、 「哲学

の内部にとどまる」ことでも、 「哲学を最大限に精綴なものにすること」でもなく (p､65)、 「哲学にあ

る種のびっくりするような陽気な愚行を突きつけることによって、理解しがたいある種の爆笑によっ

て、最終的には理解すること」であり、 「理解するというよりは、破壊すること」であると論じていた。

公民科「倫理」も「厄介払いをする」視点をもつことが重要ではないだろうか。公民科「倫理」を「厄

介払いする」とは、 「まなびほぐす」 ことにも通じると考えられる。 「まなびほぐす」ことについて、

鶴見俊輔は次のように論じている。

戦前、私はニューヨークでへレン・ケラーに会った。私が大学生であると知ると、 「私は大学でた

くさんのことをまなんだが、そのあとたくさん、まなびほぐさなければならなかった」といった。

まなび（ラーン)、後にまなびほぐす（アンラーン)。 「アンラーン」ということばは初めて聞いたが、

意味はわかった。

型通りにセーターを編み、ほどいて元の毛糸に戻して自分の体に合わせて編みなおすという情景

が想像された。

大学でまなぶ知識はむろん必要だ。 しかし覚えただけでは役に立たない。それをまなびほぐした

ものが血となり肉となる。

（朝日新聞2006年12月27日）

公民科「倫理」を「厄介払いする｣、すなわち、 「まなびほぐす」には、どのような手立てが考えら

れるだろうか。ここでは、二つのことを提案したい。

第一に、学年末に学習した人物・思想を振り返る学習である。具体的には、なぜ教科書に、ある人

物やある思想が取り上げられていたのかを考え、議論することが考えられる。また、先に言及した取

り上げる人物の偏在の問題にも関連するが、 「倫理」で取り上げられている人物を地図におとせば､オ

リエンタリズムの問題が理解できるだろう。

第二に、 自分自身で人物・思想を発掘する学習である。 「幸福」 「正義」 「公正」や「生命」 「環境」

など、幾つかのテーマを設けて、教科書には掲載されていない思想や人物を探究し、発表する学習が

考えられる。 このような学習を行えば、教室外でも思想を探究する機会が生まれるだろう。また、 こ

のことは、固定した学習内容を打破し、生徒自身の関心や必要に応じた学習を展開していくことにつ

ながると考えられる。既存の学習内容とともに、 こうした学習を行えば、学習者自身の手で学びの内

容をより豊かなものにしていけるのではないだろうか。生徒は、高等学校で1年間しか「倫理」を学

習しない。生涯学習者として「倫理」を学び続けるには、用意された教育内容を学ぶだけでなく、学

習者自身が主体的に自分にとって必要な思想を探究する習慣を身につけていくことが重要であると考

えられる。

読書会では、 「哲学を厄介払い」するにしても、先ずは哲学を知っていなければできないのではない

かというご指摘をいただいた。公民科「倫理」を「厄介払いする」にしても、先ずは公民科「倫理」

の内容をある程度、理解していなければできないと考えられる。 「厄介払いする」ということや「学び
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ほく尋す」ということは、 日本の芸事や武道の「守破離」にちかいのではないだろうか。師の教えを守

り、それを突き破って脱し、新たな境地を築いていく。筆者の提案は、既存の公民科「倫理」の学習

内容を全面否定したり無意味であると指摘したりしているわけでは決してない。現在の公民科｢倫理」

の学習内容に満足するのではなく、なぜこの内容を学習しているかを問い直し、教師も生徒も絶えず

新たな学びの可能性を求めて科目の内容を改変し自らの手で学習内容を発掘していくことを志向する

ように提案しているのである。既存のものを打破し、新たなものを生成していこうとするところに、

フーコーの体現した「花火師」としての姿勢があるのではないだろうか。

＜謝辞＞

本稿は、読書会での議論をもとに、当日配布した資料を加筆修正したものである。読書会では多く

の質問とご意見をいただいた。全ての意見を詳細に取り上げることができなかったことをお詫びする

とともに、貴重なご質問．ご意見を賜りましたことに、御礼申し上げます。

＜注記＞

(1) 「権力は個人そのものまで、ほんとうの意味で作りだす」という論点は、フーコーの影響を受けた

イアン・ハッキング（2002＝2012）が「人々を作り上げる」を執筆し、発展させている。日本でも、

近年、概念分析の社会学として成果がみられる。

(2) 「西洋へ、その切っ先を向け直す」ということは、エドワード．W・サイードの『オリエンタリズ

ム』に継承されているとみることができる。このことはサイードが次のように論じていることから

も明らかである。 「オリエンタリズムとは､オリエントを支配し再構成し威圧するための西洋の様式

なのである。この点に関し、私は、 ミシェル・フーコーの『知の考古学』および『監獄の誕生一監

視と処罰』のなかで説明されている言説概念の援用が、オリエンタリズムの本質を見極めるうえで

有効だということに思い至った。つまり言説としてのオリエンタリズムを検討しないかぎり、啓蒙

主義以降のヨーロッパ文化が、政治的・社会学的・軍事的・イデオロギー的・科学的に、また想像

力によって、オリエントを管理したり、むしろオリエントを生産することさえした場合の、その巨

大な組織的規律＝訓練というものを理解することは不可能なのである」 (pp.21-22)。

(3) この内容と関連の深い「司牧権力」については「全体的なものと個的なもの」 （1981年）の中で論

じられている。

(4) 18世紀に起きた変動の重要性については「わたしは花火師です」でも論じられている。

(5) 「第3次改訂学習指導要領（昭和33年版)」の「倫理・社会」の内容は、上田編(1974、pp716-

717）で確認した。

(6)公民科「倫理」で取り上げる人物の出身地が偏っていることについては、筆者が大学で受けた斉

藤規先生の「公民科（倫理）指導法」から学んだ視点であることを補足しておきたい。
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とか真理のあり方が、初めてあらわになるだろう。／フーコー

は、 レヴィーストロースの人類学や、 フロイト以後の精神分析

にも学んで、人類の文化や人間精神の深層構造をとりあげ、従

来の単調で均質な人間観を打破しようとした。かれは、理性的

な人間だけを世界の中心とする見方を退け、世界の構造のなか

で、多様な生き方を模索する、新しい人間を求めるのである。

（顔写真の説明）

フランスの哲学者｡構

造主義の代表者の一人。

『言葉と物』 （1966

年)は思想的流行を引

きおこした｡ヨーロッ

パ思想の底にある思考

法を問いかけ､権力論

など独自の思想を構築

している｡主著『言葉

と物』 『狂気の歴史』

『監獄の誕生』

②｢理性の権威への批判」 （※ニーチェ、レヴィーストロースの

説明後の文章）

ニーチェに多大の影響をうけたフランスのフーコーも理性的な

人間を中心におく近代的な考え方の克服をめざしている。近代

の理性は､社会(権力)が強制した規範から逸脱することを｢狂

気」とみなし、排除しようとしてきた。彼によれば、 こうした

営みは、一定の価値観を絶対とする人間の思い上がりからくる

ものであり、また人間を同質化して社会に順応させようとする

権力的な願望からくるものなのだ。

数研出版

(1993検定）

『倫理』p.63

清水書院

（1997年検定）

『新倫理』

p.130

「構造主義」 （※レヴィーストロースの説明後の文章）

構造主義の文明観を徹底したのが､フランスのフーコーである。

彼は『言葉と物』において、理性的人間という特別視された概

念は西洋近代文明がつくり出したものにすぎず、これを世界の

中心とすることが現代の危機をもたらしたとして、理性的人間

の「終焉」を宣言する。フーコーは精神分析の知識をも活用し

て文化の深層構造を探求し、理性的人間によって権力的に封じ

こめられてきた人間の狂気・非理性の意義や効力に注目した。

こうした立場は、一面的な理性的人間観を解体し、多様な人間

観の確立を提唱するものであった。

東京書籍

（2002年検定）

『倫理』

pp.163-164

「フーコー」

構造主義がもつこの反理性中心主義、反人間中心主義をさらに

徹底させたのがフーコーである。フーコーは、考える我として

の人間、理性的主体としての人間という考えが、西洋近代のつ

くりものにすぎないことを明らかにするとともに、この考えに

よって閉め出された無意識的なもの、社会的なものが、言語の

問題として今日ますます前面に出つつあることを指摘する。そ

してこの動向の中で、まもなくこれまでの一面的な人間観は消

滅し、近代的人間は終わりを告げるだろうと述べた。

（顔写真説明）狂気、

刑罰､性など､西洋文

化の深層を分析するこ

とによって､西洋近代

社会の成立過程におけ

る知の構造や権力関係

について､批判的に探

究した｡主著『狂気の

歴史』 『言葉と物』

一橋出版

（2003年検定）

『倫理』p.115

「みなおしてみよう！私たちのまわりの日常生活を！」 （コラム

の欄）

フランスの思想家ミシェル・フーコーは、近代文明の考え方に

すぎない｢人間」 「理性」という考え方の限界と問題点を指摘し

ている。近代の理性的とされる考え方は、どんな時代にも通用

する「真理＝それがよい．それでよい」という基準を生み出し、

その基準からはずれてものを｢狂気」 「異常」として排除したり

差別することとなった。このような抽象的な「真理」が、他人

を束縛したり、自分をも束縛し、 「真理による強制力＝権力｣が

現代を支配していると述べている。／従来からあった「上」あ
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(2006年検定）

『倫理』

３
０
１
２
●
●
ｐ
ｐ
①
②

③p.125

①「性の抑圧と性への関心」

しかし、 『性への歴史』をあらわしたミシェルーフーコーによれ

ば、性への強い執着は、近代のヨーロッパに始まったものだと

いう。近代のヨーロッパでは、生殖以外の性を禁じるキリスト

教の価値観が一般の人々にまで浸透し､自慰や同性愛を筆頭に、

快楽のための性に対する抑圧が広まった(')。しかしかえって、

人々は性に過剰に関心を抱くようになった。

(1)近代以前の日本の性慣習や結婚の実態はどのようなものだっ

たのだろうか。調べてみよう。

②「病気とは何か」

18世紀までは､医者は病人に「どうしたのですか」と聞いたが、

近代以降それは「どこが具合悪いのですか」という問いに変

わった。これは、医者が病気を「全身にかかわるもの」から、

人間の身体を「機械のようにいくつもの部品で構成されている

もの」とみなすまなざしに変わったということであると、フラ

ンスの思想家フーコーは述べた。これは、病気を、人体を構成

する部品の一部が故障したととらえようとする見方に変わった

ことを意味している。

③「言語と他者一実存から構造へ」

1960年代に入るとフランスの実存主義にかわって構造主義が台

頭した。レヴイーストロースはブラジルでの民族学的な調査を

もとに『野生の思考』を著して、無意識的な社会構造が文化や

人間のあり方を規定していることを指摘し、これまでの西洋文

明を中心とした考え方を批判した。フーコーも、 『狂気の歴史』

や『監獄の誕生』などを著して､理性を中心として成立したヨー

ロッパの近代社会を分析し、それぞれの時代に特有の言説や権

力の型があって､各人の発想はその型に支配されると分析した。

これらの主張は、自民族中心的な社会観や歴史観の修正をせま

るとともに、個人の意図や意思がこのような無意識の要素に左

右されていることを明らかにした。

(顔写真説明)フラン

スの哲学者｡彼は､狂

気や病気､医学がどの

ような条件に基づいて

成立したのかを解明し

た。また､近代の西洋

思想を支えてきた｢主

体」 「理性」について

も再検討を加え､伝統

的な｢主体｣を中心と

した哲学に､徹底した

批判を加えた。
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清水書院

(2006年検定）

『新倫理』

p､175

｢｢人間」の見直し」

この構造主義の立場に立つと、私たちは現代社会において、近

代的な「人間」という概念だけでは説明のつかない現実に直面

していることが明らかになる｡／『言葉と物』をあらわしたフー

コーによれば、自立的な理性的存在という人間観は、むしろ幻

想にすぎないものであり、多くの弊害をともなっている。すな

わち、近代の人間観は、人々にみずからを理性的存在と思わせ

ることで道徳的に自立させるようにして、人間の一様性をつく

り出してきた。そして、 この人間観を前提にした近代社会は、

多くの非理性的とされることがらを選別し、さらには狂気とし

て排除していった。私たちが現在生きているこの社会は、歴史

的にいっても、そうした抑圧の構造をふくんでいるとフーコー

は主張するのである。

(顔写真説明)著書の

『狂気の歴史』や『性

の歴史』などで｢知と

言語の構過を追究し、

伝統的哲学への批判を

行った。

数研出版

(2006年検定）

『倫理』

５
７
１
６
１
１
ｐ
ｐ
①
②

①「情報化と管理社会」

また、情報化の進展は人間の管理も容易にした。役所の住民管

理や学校における生徒の成績管理などは､それぞれの組織にとっ

て重要な仕事である。管理化は、組織がその目的達成のために

おこなう必要な行為なのである。／しかし、フーコーは、近代

社会は管理システムを精練に構築することで人間を支配してき

たと指摘している。また、社会のいたるところで管理されるこ

とに疲れた人びとは、私的な生活の中に逃避し、社会的責任を

果たすことさえ避けるようになる。フランクフルト学派の人び

とは、 こうした現代の大衆の危機的状況を分析しているが、彼

の主張の中に、現代の管理社会を積極的に生きるための提案を

読み取ることができよう。

②「構造主義」 （※レヴィーストロースの説明後の文章）

ニーチェに多大の影響をうけたフーコーも、理性的な人間を中

心におく近代的な考え方の克服をめざしている｡近代の理性は、

社会の規範から逸脱するように見える「狂気」を封じこめよう

としてきた。彼によれば、 こうした封じこめは、人間を同質化

して社会に順応させようとする権力的な願望からくるものなの

である。

(顔写真説明)フラン

スの哲学者｡哲学と精

神病理学を学び､監獄

における監視に対して

関心を寄せる｡西洋の

歴史を､権力の機構を

形成する歴史としてと

らえ直した｡彼は主体

や真理も､そのような

権力機構の機能だと見

なしている｡主著『狂

気の歴史』 『言葉と物』

『性の歴史』

第一学習社

(2006年検定）

『倫理』

pp､159-160

｢構造主義一レヴィーストロースとフーコー」 （※レヴィース

トロースの説明後の文章）

理性中心主義に対する批判をいっそう徹底させたのはフーコー

である。彼は狂気などに注目し、それらが理性主義によって権

力的に封じこまれてきたことを歴史的に証明し、近代の理性的

な人間観を解体しようとした。構造主義は今なお有力な思想と

して多くの支持者をもっているが、なかには、脱構築の概念を

打ち立てたデリダや、 ドウルーズ、ガタリたちのように、構造

主義を継承しつつも、それを乗りこえようとするポスト構造主

義の思想家も登場した。

(顔写真説明)フラン

スの構造主義哲学者。

監獄、警察、精神病、

福祉などを考察し､真

理が歴史とともに変化

することを明らかにし

た ◎
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山川出版社

(2006年検定）

『現代の倫理』

P.162

｢フーコー～理性と狂気」 （理性と狂気の違いは、だれが、何

を基準に判断するのだろう｡）

フランスの哲学者・構造主義者のフーコーは、近代社会を支え

る知性には、人間を支配する権力がひそんでいると考えた。彼

は『狂気の歴史』や『性の歴史』のなかで精神病や性の領域を

とりあげ、理性がみずからを正常なものと主張するために、理

性からはずれたものを「狂気」とよんで社会から排除すると説

いた。一定の時代や社会を支配する理性は、みずからの枠から

はずれたものを「狂気」として権力によって抑圧する。／しか

し、理性と狂気、正常なものと異常なものとを、はたしてだれ

が正当に区別できるだろうか。 「狂気｣がみずから理性と名のり、

そのほかのものを狂気と決めつけることがないだろうか。フー

コーの理性への批判は、理性の常識に支配された現代人に、大

きな疑問を投げかけている。

(顔写真説明)狂気．

性･刑罰などをめぐっ

て近代社会の成立を分

析し､批判した｡主著

『狂気の歴史』 『言葉

と物』 『監獄の誕生』。

実教出版

(2007年検定）

『高校倫理』

p.171

｢理性と反理性一フーコー」

フランスの哲学者フーコーは、 「主体」としての人間は､近代の

｢発明」にすぎないとし、西洋の人間（理性）中心主義の限界

と問題点を明らかにした。／彼によれば、近代以降、人間の理

性を尺度とした文明社会は、病気や狂気、犯罪といった反理性

的なものを日常生活から排除してきた。近代合理主義は、理性

を絶対化し、公権力や近代的秩序から逸脱することを異常とみ

なしてきたが、多様な人間や文化のあり方を近代ヨーロッパの

統一的な価値観を基準にして序列化することは、理性の思い上

がりであり、それが社会の管理化を強めるものであったと批判

した。フーコーは、画一性を追求する近代的な知にかわって、

異質性に着目する分散的な知を求めて、 「知の考古学｣を提唱し

た 。

(顔写真説明)フラン

スにうまれ､高等師範

学校およびソルボンヌ

大学で哲学､心理学を

学ぶ｡人間は無意識的

にその時代の支配的な

知の構造(エピステー

メー)に支配されて思

考しているとした｡主

著『狂気の歴史』 『言

葉と伽蜘の考古学』

『監獄の誕生』。

実教出版

(2012年検定）

『高校倫理』

p.173

｢理性と反理性一フーコー」

フランスの哲学者フーコーは、わたしたちの考え方が形成され

たプロセスは歴史のなかに埋もれているとし、それを発掘する

ことを知の考古学とよんだ。そして、人間を主体とみなす考え

方は、近代の発明にすぎないとし、人間（理性）中心主義の限

界と問題点を明らかにした。

彼によれば、人間の理性を尺度とした近代社会は、病気や狂

気､犯罪といった反理性的なものを日常生活から排除してきた。

病院、裁判所、監獄、学校などの施設が、公権力や近代的秩序

から逸脱することを異常とみなす価値観をひろめ、そのような

価値観に無意識のうちに服従する「主体」をうみ出す役割を果

たした。このようにして形成された主体は、相互に監視し、規

制しあうことで、社会の権力関係をうみ出し、それを再生産し

ていく。権力関係は、一方的な暴力によってではなく、そこに

参加する人間の主体性によってささえられているのである。

(顔写真説明)言語や

知の構造を解明し､人

間・理性･権力などを

めぐる近代の考え方を

批判した。

主著『狂気の歴史』 『言

葉と物』『監獄の誕生』



｜狂気の排除と理性

フランスの哲学者･社

学問や理念が決して普

ために、ある「知の体

めの条件、すなわち時

の枠組みについて考察

常なものと羊輻し、そ

畷写真説明)10代の

頁より、自身の同性愛

頃向に悩み､自殺未遂
甜手伽L÷七コマ1 一一少

I肩/j、青I死

(2013年検定）

『高等学校現

代倫理最新脱

3D.167-168

ものではないことを明ら

「真理」として受け入れ

の知識のあり方を特定ご

/精神医学は、 「理性｣か

を「狂気」とよんで排除

肢は、カント哲学にみら

9世紀の知の枠組みのヰ
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清水書院

(2012年検定）

『高等学校新

倫理最新版』

p､131

｢｢人間」の見なおし」

この構造主義の立場から、私たちが現代社会において、近代的

な「人間」という概念のみでは説明のつかない現実に直面して

いることが明らかになる。／フランスの思想史家フーコーによ

れば、自立的な理性的存在という人間観こそがむしろ幻想にす

ぎない。近代の人間観は、人々にみずからを理性的存在と思わ

せることで道徳的に自立させるようにし、人間の一様性をつく

り出してきた。この人間観を前提とした近代社会は、多くの非

理性的とされることがらを選別し、さらには狂気として排除し

ていった。この社会は、そうした抑圧の構造によってはじめて

可能となったものなのだ、 とフーコーは主張するのである。

腰写真説明)著者雌

気の歴史』や『言葉と

物』などで｢知と言語

の構造｣を追究し､伝

統的哲学への批判を

行った。

第一学習社

(2012年検定）

『高等学校倫

理』

p.167

｢構造主義一レヴィーストロースとフーコー」

理性中心主義に対する批判をいっそう徹底させたのはフーコー

である。彼は狂気などに注目し、それらが理性主義によって権

力的に封じこまれてきた歴史を究明し、近代の理性的な人間観

を解体しようとした。彼は理性主義と結びついた絶対的な真理

を認めない。むしろ重要なのは、絶対的真理とされたものがそ

のようにされてきた系譜を明らかにすること（知の考古学）で

ある。フーコーはそれを通して、人々を抑圧する権力の構造を

描こうとした。

(顔写真説明)フラン

スの構造主義哲学者。

監獄、警察、精神病、

福祉などを考察し､真

理が歴史とともに変化

することを明らかにし

た｡主著『狂気の歴史』

山川出版

(2012年検定）

『現代の倫理』

p､171

｢フーコー理性と狂気」

構造主義の考え方のもとに、人間の行為が社会の構造によって

抑圧されてきたことを明らかにしようとしたのが、フランスの

哲学者フーコーである。フーコーは近代社会を生み出した知性

には、人間の思考や行為を支配する規律の権力が結びついてい

ると考えて､近代批判をおこなった。近代社会は､学校･軍隊．

工場・裁判所・監獄などをつくり、教育や規律をつうじて人び

とを型にはめ、規格化し、社会に服従するタイプにつくりかえ

てきた。そこで教えこまれる知性には、人間の思考を無意識の

うちに支配する規律の権力の構造がひそんでいるのである。／

近代社会を支える規律の権力は､みずからに服従するものを｢正

常」とし、逆らうものを「狂気」と呼んで排除する。しかし、

だれが理性と狂気､正常と異常を正当に区別できるのだろうか。

｢狂気」がみずからを理性と名のり、その他のものを狂気と決

めつけることがないだろうか。フーコーは、人間を枠にはめる

近代社会の知性の支配から自由になり、真にみずから思考する

ことができる主体としての自己を回復するべきだと呼びかけた。

(顔写真説明)フラン

スの哲学者で､構造主

義をとなえた｡高等師

範学校で心理学､精神

病理学を学び､多くの

著作を発表した｡1968

年にフランスでおこっ

た､学生による社会体

制への異護申立て運動

では､学生の立場を支

持した｡晩年はコレー

ジュード＝フランスの

教授になるが｡エイズ

によって死去した。

主著班気の歴史』信

葉と伽『監獄の誕生』

『性の歴史』



「ミクロな権力による「主体」の形成」

その後フーコーは、真理をめぐる考察の場を言説から権力へ

と移し、他者の語る真理に服することで人々がどのような権力

関係の場に置かれるのかを､生権力という概念の下に考察した｡／

ここで彼が問題にした権力とは、学校や会社などの私たちの日

常という場において作動するミクロな権力である。人間の主体

というものも、たとえば教師と生徒という権力関係の中で、生

徒自らが教師の視線を内面化し、教師の要求する答えを自分自

身の答えとしてしまうことによって、形成されていく。よって

私たちがそこから解放されることは永遠にないが、私たちが日

常の行為を行うことの中には、常にその権力に対する抵抗の可

能性が含まれているともいうことができる。

「｢自己への配慮」という抵抗」

後期のフーコーは、他者の支配を受け入れてしまい、そのこ

とすらみえなくなってしまうような自由とは違った自由を、古

代のギリシア人の「生の技法」の中に探っていくことになる。

つまり、 自己への配慮という倫理的実践に比重を置くことで、

権力関係の中での自由を存続させることを探っていったのであ

る。

かにした｡主著『言葉

と物』 『監獄の誕生』

『性の歴史』

儲句についての注詞

「言説｣…フーコーは、

特定の時代や社会の中

で行なわれる､ある秩

序をもった言語活動の

集合を,言説（ディス

クール）とよんだ｡彼

は､言説を自由に操る

主体は存在し得ず､あ

らゆる言説は無意識の

うちに歴史や制度を内

包しているととらえた。

「真理を語る意図｣…

考察にあたりフーコー

は、 「真理とは何か」

ではなく、 「誰がどの

ような意図で真理を語

るのか｣を暴こうとす

るニーチェの系譜学の

概念を用いた。

（コラム） 「生権力と主体」

まず彼は､ミクロレベルに作用する生権力として17世紀に成立

した規律権力を取り上げる。フーコーは、ベンサム（→p,142）

が設計した一望監視装置（パノプティコン）型の刑務所を、囚

人に看守の視線を内面化させ、支配に服従する従順な主体を形

成するための規律訓練装置としてとらえた。近代社会の学校・

工場・軍隊は、いずれも同じような装置ととらえることができ

ることになる。／さらに彼は、 18世紀なかばに成立した教会に

おける告解制度に、自己放棄を促し服従する主体を形成する司

牧型権力の形態をみて､生権力の原理･由来として位置づけた。

そこで人々は、罪悪から解放されるために、宗教上の罪悪や性

的欲望などについて自分が何をしたのかを語るように義務づけ

られてきた。フーコーは、 「真実｣を語ることにより自由を得る

ことができるという文脈でことができるという文脈で論じられ

てきた告解という制度の中に権力関係をみて、人々は「真実」

らしきものを語るという行為実践を行う代償として、自らのア

イデンティティを築き上げているととらえた。フーコーはこれ

を、羊飼いとしての指導者（神・王国）が羊の群れ（民衆）の

生に配慮するという､古代オリエントかキリスト教世界に広まっ

た権力形態であるとして、司牧型権力と名づけ、精神分析にも

連なる権力形態であると指摘した。 （パノブティコン型刑務所の

図も掲載している）

「生権力｣…フーコー

は､近代以前の権力は

従わなければ殺すとい

うものだったが､近代

の権力は､人々を生か

しておいてその生に介

入して管理しようとす

る特質を持つと分析し、

これを｢生権力」とよ

んだ。

「告解｣…カトリック

教会では､洗礼後に犯

した重大な罪は､それ

を司祭に対し秘密裏に

告白し償いを果たす告

解の儀式を行うことで

赦されるとしていた。

現在ではその名称や方

潟ま変化してきている。

垳為実閾…フーコー

は､この行為実践の繰

-41-



返しの中で､異雌

,'うものが人間0

欲望の｢真実」&

てきたと指摘し

I目己への配慮｣…て

れは､普通的な真理に

到達するために､魂を

身体から引き離して本

来のあり方に純化すそ

ことをめざすプラトン

流の｢魂への配慮｣て

はなく、自分の身体や

他者と関係を取り結人

でいる「自己｣の｢生．

に配慮をするというも

のである‐
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東京書籍

(2013年検定）

『倫理』p.157

｢人間の消滅一フーコー」

人間の思考や行動を規定する無意識的な構造について、西洋社

会での言説の歴史研究（｢知の考古学｣）を通じて発掘を試みた

のが、フランスの哲学者フーコーである。彼は、人間は本人も

気づかないうちにさまざまな権力によって規格化されつづけて

いる従順な奴隷にすぎず、 「理性的で自由な主体｣という西洋近

代の人間観はまもなく消滅するという。そのうえで、権力関係

のないコミュニケーションの可能性を模索しつづけたのだった｡／

フーコーは狂気が成立する条件について分析した。それによれ

ば、西洋社会ではルネサンス期まで理性と狂気との境は必ずし

も明確ではなかった。 17世紀以後、近代社会の秩序に反するも

のが「非理性」の名のもとに隔離され、管理され始めた。そし

て18世紀になると、人々が効率的な労働の主体となるように、

人々の思考や行動、健康状態を監視し、規格化する権力がいた

るところにあらわれてきた。人々を規格化する権力には、工場

や軍隊だけでなく、福祉国家もふくまれるという。このように

フーコーは、言説の歴史研究を通じて、西洋社会の深層を探っ

たのである。

(顔写真説明）狂気、

刑罰､性など､社会の

深層を分析し､近代理

性に根本的批判を加え

た。主著『言葉と物』

『監獄の誕生』



Ⅲ第二回研究例会【公開授業】

公民科（政治・経済）学習指導案

平成26年10月9日（木）第6校時

東京都立山崎高等学校

松島美邦

日 時

学校名

授業者

1 単元名 「日本経済のあゆみ」

偽単元の目標

・日本の経済復興・成長の学習を通じて、現代経済のしくみについて理解を深

める。

・国内経済と国際情勢との関わりについて学習する。

・日本経済の課題について学び､将来の日本経済について考察する力を養う。

2
~

b

3単元の評価規準

ア関心・意欲・態度｜イ思考・判断・表現 ウ資料活用の技能 ’ エ知識・理解

･現代の経済社会とそ

の課題について理解

し、それに関する知

識を身に付けている。

･現代の経済社会につ

いて関心を高め、そ

れについて自身の問

題として考えようと

している。

･現代の経済社会から

自己の生き方に関わ

る基本的な課題を見

いだし、それについ

て多面的に探索し、

その過程や結果をさ

まざまな方法で適切

に表現している。

，現代の経済社会に関

する諸資料をさまざ

まなメディアを通じ

て収集し、現代の経

済社会に関する基本

的な課題を探究する

学習に役立つ情報を

適切に選択して活用

している。

4指導観

(1) 「単元観」

本単元を、学習指導要領の内容「ア現代経済の仕組みと特質」のうち、特に「経済活動の意義」

「経済成長と景気変動」 「財政の仕組み」について理解させ、その理解により「現代経済の特質につい

て把握させ｣、 「経済活動の在り方と福祉の向上との関連を考察」するために構成する。

まず1時間目は、経済学習の導入としてミクロ経済学の観点からアプローチを行う。具体的には、

ごく身近な商品の購入を例として、商品の生産から消費までのプロセスを確認しながら、需要と供給

などの概念について考察させる。 2時間目ではその内容を踏まえて、貨幣経済を媒介とする家計・企

業・政府といった経済主体の相互の関係について、理解を深めることを促す。以上を通じて、中学校
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までに学習した内容とミクロ経済学を前提として、マクロ経済学の視点へつなげることで、経済への

関心が高くない生徒にも興味をもって取り組んでもらうよう図る。

本時では、戦後の経済復興から高度経済成長までを扱う。その内容を具体例として、経済成長、景

気変動、財政の働き、国内経済と国際情勢の関係といった、現代の経済について考える上では見過ご

せない特質について把握し、生徒が日本の今後の経済活動の在り方について考察する際の観点として

活用していくことを目指す。

今回の授業内容について理解を深めることは、 日本の経済成長の貴重な恩恵と、それに伴うさまざ

まな問題について目を向けることにもつながる｡単元としても経済分野の初めに位置付けられており、

経済にまつわる諸問題を概観する重要な機会と考えられる。生徒にはそれらについて学び、 これから

の私たちの在り方について考えてもらいたい。そのきっかけとなる授業を目指す。

(2) 「生徒観」

本校は、生活指導を基盤として「行事、部活、そして進路実現」に力を入れる全日制普通科の高等

学校である。

本校の生徒の多くは「素直」 「大人しい」と評されており、四年制大学・短期大学・専門学校・職業

能力開発センターへ進学、または就職の道を選んでいる。

それだけ多様な生徒を相手として、わかりやすい授業の実現を目指すには、既習事項の活用、生徒

の関心をひきつけやすい具体的事象の選定、生徒が主体的に学習する機会が必要と考える。

(3) 「教材観」

本年度は資料集の活用を前提として、必要に応じて別途作成のプリントやICT機器の活用を加え

ることで、生徒の知識の理解や主体的な学習活動を促すよう試みている。そして、それらをつないで

まとめる役割として板書を活用し、授業内容の主旨を確認するよう生徒に促していく。

5本時
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学習内容・学習活動 指導上の留意点
評価規準

(評価方法）

導
入
５
分

･前回までの授業の復習と確認。

･本時の目標を把握する。

･経済成長について学習する。

･これからの経済社会の在り方につ

いて考える。

・日本が過去に高度経済成長を迎え

たことを示し、それが現代にどの

ような影響を及ぼしているか、発

問を通じて考えさせる。

展
開
如
分

｢高度経済成長」の動画を視聴す

る ◎

･オリンピック・高速道路・新幹線

など、既知の事項を引き出しなが
＝

b 、 経済成長について具体的に把

握できるように留意する。

日本経済に見いだ

される意義やそれ

にまつわる課題に

ついて探索した過

程や結果を適切に

表現している。

(ノート）
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展
開
如
分

･日本の高度経済成長が､どうして

おこったのか、考える。

｡ 「石油危機」の動画を視聴して、

その影響について理解を深める。

･経済成長を通じて､どのような変

化が生じているかを把握し､その

背景にあるできごとについて考え

る 。

･上記を前提として、既習事項を思

い返しながら、家計・企業・政府

がそれぞれ関わり合って経済成長

が実現していることに主体的に気

付けるよう、発問を行う。

その際、国債や社会資本、設備投

資などといった経済的事項にも目

を向けさせるよう、留意する。

･石油危機などの経済的事象につい

て学習することを通じて、景気は

変動し、それには循環が見られる

ことについて理解を深められるよ
ー

つ、 視聴覚教材や資料集などの資

料を積極的に活用する。

･経済成長に伴う変化として、生活

面の変化はもとより、産業構造の

変化やエネルギー革命など、より

深い変化が生じることを、経済成

長前後の比較を通じて、気づける

ように留意する。

･教科書pp､90～93や資雅喋pp.240~

242などを活用して、映像資料で

学んだ事項を手持ちの資料を通じ

て再確認しつつ、日本経済に見ら

れる構造的な変化について理解を

深められるよう、留意する。

日本経済について

探究する学習にお

いて､役立つ情報

を適切に選択して

活用している。

(観察）

ま
と
め
５
分

･今回の授業について振り返る。 ･経済成長に関する学習を通じて、

経済成長のしくみ、現代に連なる

課題について、どれくらい理解や

思索が深められたか、確認する。

その際、現代に連なる経済の課題

を、自分の問題としてとらえられ

ているかどうかを評価する。



(1)板書計画

(2)授業観察の視点

・経済成長のしくみについて理解を深められたか。

・これからの経済社会の諸問題について考察しようとしていたか。

・主体的に学習しようとしていたか。

〔報告者による補足〕

上記は、平成26年度の都倫研の研究例会で報告者が行った公開授業の学習指導案です。この公開

授業は、東京都で行われている「東京教師道場」の授業研究との「同時開催」として行われたもの

で、上記の指導案は「東京教師道場」を通じて作成されたものをもとに、情報保護を理由として、

生徒や教材などに関する記述を割愛して掲載させていただきます。

本件について、東京教師道場や東京都教職員研修センターの方々、会場校である山崎高校の方々、

会長の山本正先生をはじめとする都倫研の方々には､大変なご迷惑やお手数をおかけいたしました。

この場を借りて改めてお詫びと感謝の思いを申し上げます。ありがとうございました。
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〔高度経済成長〕

(1)何が変わったか？

①生活水準の向上

例） 「三種の神器」 「3C」

②社会資本の整備

例）新幹線・高速道路・空港

(2)なぜ実現したか？

①投資の拡大

民間投資から公共投資へ

②「エネルギー革命」

石炭から石油へ

③労働力の確保

→産業構造の変化

(ソフト化・サービス化）

〔石油危機〕

(1)原因…産油国の戦争･政情不安

(2)影響…石油輸出減→価格高騰

(3)結果…産業のサービス化へ

☆まとめ

景気循環の発生

技術革新

国際情勢の影響

財政の影響例）国債の発行



第二回研究例会【講演】

高校公民科「倫理」活性化への道～学術会議からの提言を巡って

筑波大学人文社会科学研究科教授桑原直已

私の本来の専門は中世哲学､中世倫理思想史、トマス・アクィナスの研究

です。しかし振り返れば教育の世界にかなりご縁があります｡まず､三重大

学教育学部という教員養成学部の教員を14年務めておりました。それから

日本国内のカトリック系ミッションスクールの宗教科､倫理科の先生たちが

相互研修するワークショップの助言者を務め、今年で25年になりました。

これは夏休みに3泊4日で合宿し最終的には参加者が模擬授業を行う企画で

一

鼬，
窪P

す｡そして1999年から筑波大学に移り、2004年からは大学院教育研究科という、専修免許を取得する

現職志向の大学院にも関与しております。

哲学倫理教育との本格的な関わりは、2003年の日本倫理学会で、山形大の平田俊博先生が教育問題

についてワークショップを開いた時です。私は三重大にいたときに「道徳教育の研究」を担当してい

ました。ご存じの通り道徳教育は右と左との不毛なイデオロギー論争の狭間に置かれていました。私

は平田先生のワークショップで、イデオロギー的な対立を超えて道徳教育の中身を検討すべきだとい

う趣旨のことを提唱しました。このことがきっかけで、北海道大学の坂井昭宏先生と共に日本倫理学

会のワークショップを毎年企画するようになりました。私たちのワークショップでは、最初は道徳教

育を中心に現場の先生と大学の研究者とで議論していましたが､ある年に高校の先生が高校公民科｢倫

理」が置かれた非常に深刻な状況を訴えられました。2008年には、 「道徳教育（あるいは｢心の教育｣）

についての倫理学的検討」と題する「ワークショップ」より上の「主題別討議」 （学会としての正式企

画）として、当時倫理学会の会長であった大阪大学の鷲田清一先生、文部科学省の調査官であった谷

田増幸先生らを提題者に立てて企画し、そこでは道徳教育と高校公民科倫理をほぼ同じ比重で取り上

げました。また日本哲学会のある年度には高校の先生がいわば総会で会長に直訴するかたちで公民科

倫理の置かれた厳しい状況についてご発言になりました。それまで哲学倫理学のアカデミズムはあま

り初等中等教育の現場にあまり関わらないようにしていた傾向があり、私は個人的に、 これは非常に

よくないと思っておりましたが、こうした経緯で方向が少し改まり、 日本哲学会などでもようやく危

機意識がでてきて、2009年に「哲学系4学会高校公民科教育連絡会」が組織されました。これは日本

哲学会と倫理学会、宗教学会、インド学仏教学会という哲学関連の主要な学会（旧「哲研連)）が代表

者を出して、合同で高校公民科倫理の振興に取り組むための組織で、倫理学会の代表者である私が委

員長を仰せつかりました。

それから、 日本学術会議で教育について取り組んでいる分科会が主催する「哲学倫理宗教教育がな

ぜ必要か一初等中等教育における哲学倫理宗教教育の意義と可能性｣というタイトルでのシンポジウ

ムでも提題者となりました。そこで和田先生とはじめてお目にかかったと思います。日本哲学会から

は、今回ご紹介します提言に関しても中心的に活動しておられます東北大学の直江清隆先生、 日本宗

教学会からは私の同僚の山中弘先生、それからインド哲学がご専門の東大の下田正弘先生が提題され
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ました。

高校公民科の特に「倫理」の先生は少なくて大変だということは了解しています。特に、地歴科と

公民科とが分かれることによって、専門的に「倫理」を教えられる方が非常に少なくなってきていま

す。そういった状況に対応すべきだということで、先ほど申し上げました哲学系4学会が、会長連名

で文部科学大臣と教育委員会宛の要望書をまとめました。この作業にも4学会の中で温度差があって

数年かかったのですが、 2013年12月l1日に下村文部科学大臣に直接、手渡しました。

しかし、 日本宗教学会で中心的に活躍され、 日本倫理学会の評議員でもある氣多雅子先生から、文

部科学大臣に要望書を出したからといってすぐに効果はなく、 日本学術会議を通じて提言を出した方

が文部科学省に対して一定の影響を与えうるとのご意見があり、今年度中に学術会議から高校公民科

倫理を拡充するための提言を作って出すことになりました。学術会議連携会員の氣多先生を中心に直

江先生と私が特任連携会員として加わってワーキンググループをつくり、協力して下さる先生を大学

と高校からそれぞれ3名くらいお願いして作業を始めました。その高校サイドの先生は、皆様御存知、

都倫研の菅野功治先生、埼玉県の井上兼生先生、それから山本智也さんというかつて筑波大学の教育

研究科で私の授業をとったことがある筑波大学附属駒場高校の先生。大学側からは国士舘大学の木阪

貴行先生、上智大学の寺田俊郎先生、千葉大の山田圭一先生が参加して、提言案を作成しました。

提言の紹介に先だって紹介したいことがあります。私は筑波大学大学院教育研究科、つまり哲学や倫

理学の研究者を育成するわけではなく、現場を志向する大学院の院生さんのところで、授業と連動さ

せて、高校公民科「倫理」の問題に関連して何か課題が出てきたら院生さんたちと一緒に勉強しよう

ということをやっています。昨年、国立教育政策研究所の澤田浩一先生たちが出した研究報告書をそ

こで検討させていただきました。まずその内容をご紹介したいと思います。

報告書は2013年の3月に出たもので、全部で7章から成っています。これは文科省のホームページ

からダウンロードできますので､是非お読みください'。 「21世紀型能力｣なるものを提案しているそ

の第6章がこの報告書で一番大事な箇所です。 この報告書の中身について、筑波大学の大学院教育研

究科の大学院生に分担してレジュメをつくってもらいました。第6章はたまたま現職教員の院生の方

があたっていて「21世紀型能力」についてのまとめを作ってもらいました。

「21世紀型能力」というのは「基礎力」 ・ 「思考力」 ・ 「実践力」という3つの能力を包摂したもの

です。その中で私たちが「倫理」というものをどこに位置づけるか、ここで戦略を考えたいわけです。

3つの能力の一番下にあたる「基礎力」は、個別の教科に対応しています。 「基礎力」の内容として

は「言語スキル」 「数量スキル」 「情報スキル」が挙げられています。 「言語スキル」というのは国語、

それから場合によっては英語等が上の校種になれば入ってきますね。 「数量スキル」は算数・数学です

ね。それから「情報スキル」はITなどを道具として使いこなすスキル、つまり中学高校での情報科

ということになります。

「基礎力」の上に位置づけられる「思考力」や「実践力」については、教育政策研究所は「教科横

断型」の能力ということで考えています。実は、 「21世紀型能力」という考え方は、世界の教育動向、

諸外国の新しい方法を研究している報告書の第4章で紹介されている、今の教育学の大きな流れであ

る「コンピテンシー」という考え方にもとづくものです。 「コンピテンシー」というのは、特定の教科

' http://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf7Houkokusho-5.pdf
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